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大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドラインについて 
 
 平成２０年９月２４日に公布された消防法施行令の一部を改正する政令（平成２０

年政令第３０１号）、消防法施行規則の一部を改正する省令（平成２０年総務省令第

１０５号）の施行については、「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布につい

て」（平成２０年９月２４日付け消防予第２３７号）により通知したところですが、

これらの改正により新たに設けられた大規模地震等に対応した消防計画の作成につ

いて円滑な運用を図るため、「大規模地震に対応した消防計画作成ガイドライン」（以

下「ガイドライン」という。）を別添のとおりとりまとめたので通知します。 

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、下記事項に留意の上、貴都道府県

内の市町村に対してこの旨を周知されるようお願いします。 

 なお、本通知は、消防組織法第３７条の規定に基づく助言として発出するものであ

ることを申し添えます。 
 

記 

 
１．ガイドライン作成の目的 

本ガイドラインは、新たに自衛消防組織の設置及び防災管理業務の実施が義務付

けられる防火対象物における消防計画作成に当たっての手引きとして、その作成手

順や基本構成、地震等の災害対応上のポイント等がまとめられているものである。 
なお、本ガイドラインは、共通的事項を中心に記述しており、また、具体的な記

述内容は一つの例示であることから、個々の防火対象物ごとの用途、構造、利用形

態等を勘案し、当該防火対象物の実情に応じた消防計画を作成する必要があるもの

である。 
 
２．ガイドライン利用に係る留意事項 
（１）防災管理業務等実施対象外施設との関係 

防災管理業務の実施等の義務付けの対象外となっている防火対象物の消防計画

においても、自衛消防組織の編成や大規模地震等への対応等に係る基本的な考え方

について、本ガイドラインを一つの参考とすることが望ましい。 
 
（２）事業継続計画との関係  

防災基本計画においては、企業は、災害時に重要業務を継続するための事業継続

計画（以下「ＢＣＰ」という。）を策定するよう努めることとされているところで

ある。 



消防計画に基づき行われる防火・防災管理業務は、人命安全の確保や二次被害の

防止の点で、企業の重要な事業の継続という観点においてもその基盤として重視す

べきものとされている。このため、ＢＣＰを作成している場合には、緊急時に実際

の活動現場において消防計画に基づく応急対策が的確に講じられるよう、適切に調

整を図る必要がある。 
 
（３）地域防災計画等との関係  

大規模地震等に対応した消防計画は、当該地域の地域防災計画等との整合性を確

保することが必要である。 
また、消防団や自主防災組織等との連携を強化し、防火対象物において整備され

ている自衛消防組織や資機材等を活用することにより、地域の消防防災力の一層の

充実を図ることが望ましいものであるが、このためには、消防計画に被災状況の把

握、応急対応に要する人的・物的資源等の特定、意思決定方法等のプロセスを定め

ておくことが必要である。 
 
３．その他 

消防庁においては、今後も消防計画の作成に資する参考情報について逐次提供を

行う予定であり、また、財団法人消防科学総合センターにおいても、消防機関にお

ける消防計画作成指導支援のための技術的資料を作成しているところであるので、

その旨、申し添える。 
 



別紙 

消防計画作成ガイドライン 

 

Ⅰ．消防計画の概要 

１．消防計画とは 

消防法においては、防火対象物（※）における人的な面での予防体制の基本を

なすものとして、防火管理制度及び防災管理制度（以下「防火・防災管理制度」

という。）が設けられている。これは、火災・災害の発生を防止し、被害を軽減

するために、必要 小限度の義務を防火対象物の所有者・管理者・占有者等に課

しているものである。 
防火・防災管理制度においては、管理について権原を有する者（管理権原者）、

すなわち防火対象物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者（一般に

は防火対象物の所有者、管理者、占有者が該当する）が、一定の資格を有する防

火管理者及び防災管理者（以下「防火・防災管理者」という。）を選任して、管

理権原者の指示のもとに消防計画を作成し、防火管理上及び防災管理上必要な業

務（以下、「防火・防災管理業務」という。）を行わせることとしている（法第８

条及び法第３６条により準用する法第 8 条。防災管理者の選任が義務付けられ

た建築物等では防災管理者が防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行

うこととされている。）。 
また、必要とされる防火・防災管理業務の内容は、防火対象物毎に異なるため、

画一的な法令基準に基づいて行わせることはせず、個々の防火対象物毎の防火・

防災上の危険要因に応じて、防火管理者及び防災管理者が作成した消防計画に基

づいて実施することが必要である。これは、物的な安全対策（消防用設備等など）

については具体の措置内容が技術基準で確保されているのと対照的である。 
このように、消防計画は、当該防火対象物における防火・防災管理制度におけ

る基本方針として位置付けられるものである。 
※ 消防法においては、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、

建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものを防火対象物としてお

り、法第８条では政令で定める防火対象物について防火管理制度を義務付け

ている。一方で法第３６条では建築物その他の工作物で政令で定めるものに

防災管理制度を義務付けており、当該政令では一定の防火対象物を定めてい

る。このため、本ガイドラインでは防火・防災管理制度を義務付けている対

象としては「防火対象物」の語を統一的に用いるものとする。 
 

２．対象となる災害 

本ガイドラインの対象とする災害は、防火管理業務の対象となる災害である火

災及び防災管理業務の対象となる災害である地震及び毒性物質の発散等による



 

災害である。 

消防法においては、従来から、消防法第８条により、火災の予防及びその被害

の軽減のため、消防計画を定めこれに基づき防火管理上必要な業務を実施するこ

ととされている。 

改正消防法第３６条により、火災以外の災害で政令で定めるものについて、そ

の被害の軽減のため特に必要のある建築物に上記規定が準用されることとなっ

たが、これに基づき防災管理上必要な業務を実施する必要がある災害としては、

東海地震、東南海･南海地震、日本海溝･千島海溝周辺海溝型地震や首都直下地震

の発生の切迫性の指摘が法改正の契機となったことからも、まず地震への対応が

定められている。 

また、大規模・高層の防火対象物においては、地震以外の災害についても在館

者の迅速かつ円滑な避難が必要となるような災害については、その種類を問わず

低限取り組むことが求められるものとして、少なくとも通報連絡及び避難誘導

については取り組むべきものであるため、その代表的な事例として、毒性物質の

発散等（毒性物質（化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成七

年法律第六十五号）第二条第一項に規定する毒性物質をいう。）若しくはこれと

同等の毒性を有する物質の発散、生物剤（細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の

開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律（昭和

五十七年法律第六十一号）第二条第一項に規定する生物剤をいう。）若しくは毒

素（同条第二項に規定する毒素をいう。）の発散、放射性物質若しくは放射線の

異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故）が定めら

れている。 

 

３．消防計画に係る手続き等 

 （１）使用開始前における届出 
防火・防災管理制度の遵守のため、管理権原者は、防火対象物の使用開始前に、

防火・防災管理者を選任し、遅滞なくその旨を所轄消防機関に届け出ることが必

要である。 
また、防火・防災管理者は、管理権原者の指示を受けて、防火対象物の使用開

始前に、消防計画を作成し、その旨を所轄消防機関に届け出ることが必要である。 
なお、これらの届出は、使用開始後における防火・防災管理者の変更、消防計

画の変更の際にも必要となる。防火対象物においては、管理権原変更の際の手続

きや定期的な把握、計画の見直し等について規程類を整備しておくことが重要で

ある。 
 （２）使用開始後の点検報告 

多人数を収容する一定の用途、構造の防火対象物の管理権原者に対しては、火

災の予防及びその被害の軽減に関する専門的な知識を有する者（防火対象物点検



 

資格者）に、防火管理上必要な業務や消防用設備等の設置状況等について定期点

検の実施及びその結果の消防機関への報告を義務付けている（防火対象物点検報

告制度。法第８条の２の２）。 
また、防災管理制度が義務付けられている防火対象物の管理権原者に対しては、

災害による被害の軽減に関する専門的な知識を有する者（防災管理点検資格者）

に、防災管理上必要な業務について定期点検の実施及びその結果の消防機関への

報告を義務付けている（防災管理点検報告制度。法第３６条により準用する法第

８条の２の２）。 
この点検は１年に１回行う必要があり、これにより管理権原者による防火対象

物の管理業務の消防法令への適合を確保するとともに、この結果点検対象事項が

点検基準に適合している場合に表示（点検表示）を行うことにより防火対象物の

利用者等への基準適合性に係る情報提供が行われることとなる。なお、両点検制

度において、一定期間（３年間）以上継続して消防法令の基準に適合している防

火対象物については、一定期間（３年間）定期点検報告義務が免除される認定を

受けることができるほか、その認定を受けた表示（認定表示）を行うことができ

ることとしている。 
 （３）消防機関の役割 

消防機関は、防火・防災管理者の選任（解任）の届出、消防計画の届出、共同

防火管理及び共同防災管理の協議事項の届出を受理するとともに、消防計画の作

成にあたって指導助言を行い、また防火対象物点検報告制度及び防災管理点検報

告制度による点検結果の報告等によって防火・防災管理業務の実施状況の把握を

行い、必要な指導等を行うこととなる。さらに、火災予防上必要があるときは立

入検査や資料提出命令等によりその状況の確認を行うことができる。 
この結果、防火・防災管理業務が法令又は届出を受けた消防計画に適合してい

ない場合には措置命令等を行うことができることとなっている。 
 

４．消防計画に定める内容 

消防計画は、防火・防災管理の基本方針であり、応急活動上の訓練の実施、消

防用設備等の点検・整備、火気の使用・取扱いに関する監督、避難・防火上必要

な構造・設備の維持管理、収容人員の管理など、防火・防災管理業務を行う上で

必要な事項を定めるものである。 
法令上の整理としては、防火管理業務については防火管理者が防火管理に係る

消防計画を定め、防災管理業務については防災管理者が防災管理に係る消防計画

を定めることとなるが、両者の整合性のとれた一体的な運用が確保されることが

必要であり、このため、防火・防災管理業務全体について両方の規定を満足する

よう一つの消防計画を定めることが効率的である。 
 



 

（１）防火・防災管理業務の内容 
消防計画においては、火災・大規模地震等の予防・被害の軽減を図るために必

要な防火・防災管理業務について定めることとされている。 
これらの事項については、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその

使用状況に応じ、社会通念上要求される安全性が一定のレベルで確保されること

を目標として、人命の確保や二次災害の防止が十分図られるよう、計画内容を定

めることが必要である。 
また、市町村条例等により地域特性に応じた防火・防災管理業務の実施が求め

られている場合にはそれを満足するように消防計画を作成することが必要であ

る。 
 （２）消防計画の作成単位 

消防計画は管理権原の及ぶ範囲について作成することが必要である。この場合

において、一つの防火対象物がその管理について複数の権原に分かれている場合

には、個々の管理権原者単位（すなわち選任された防火・防災管理者単位）で消

防計画を作成し防火・防災管理業務を実施するとともに、協議して防火対象物全

体にわたる共同の消防計画を定めることが必要である。 
一方、管理権原者が同じ複数の防火対象物が同一敷地内にある場合には、消防

計画は敷地単位で作成することとされている。 
本ガイドラインの対象となるような大規模・高層の防火対象物においては、当

該建築物等を含め、関係のある防火対象物全体において防火・防災管理上必要な

業務が適切に行われるよう、それぞれの管理権原の範囲や役割分担を明確にし、

共通の認識に基づいて個々の消防計画及び共同の消防計画を作成することが特

に重要である。 
また、自衛消防組織については、自衛消防組織の設置対象となる用途部分の管

理権原を有する者が設置義務を負い、また当該管理権原者が複数あるときは共同

して自衛消防組織を置くこととされているが、火災等の災害の発生時において、

初期消火、避難誘導等の自衛消防活動が防火対象物全体で効果的に実施されるよ

うに、本部となる防災センターと各地区隊が一体となった活動体制を防火対象物

の全ての領域で構築すること及びそのための具体的な活動要領や指揮命令体系

を消防計画に定めておくことが必要である。 
 （３）時間的な対応範囲 

消防計画に基づく防火・防災管理業務は、平常時の予防的措置と災害時の応急

的措置に大別することができる。いずれについても、人命安全の確保や二次災害

の防止等の観点で行われるものであることから、災害発生時の応急対策を実施す

る時間的範囲としては、災害発生時点から、それによる生命・身体・財産の被害

の軽減のために行う活動を実施し、それが全て終了する時点（つまりこれ以上被

害が拡大するおそれがなくなる時点）までとなる。 



 

５．災害想定に基づいた消防計画の作成 

個々の防火対象物の状況に応じ社会通念上要求される防火・防災管理業務の実施

を確保するためには、当該防火対象物における危険性を客観的に把握し、これに的

確に対応することの出来る体制を整備することが必要となる。この社会通念上の要

求レベルに相応するものとして、本ガイドラインの対象となる防火対象物において

は、必要となる防火・防災管理業務を検討する上で考慮すべき危険性を包含するも

のとして、一定の規模の地震の発生を想定し、これに伴う被害態様をあらかじめ評

価することによって、これに対する人命安全の確保や二次災害防止のために必要な

活動内容を整理の上、これらに対処するための組織、人員、物資、資機材、活動要

領等が確保されるように消防計画を作成することが必要である。 
これにより、火災についても相応した対応を行うことが可能と考えられる。ま

た、毒性物質の発散等への対応については、その特殊性や人為的な要素が大きいこ

とから、個別に災害の態様を想定することは困難であり、地震等の災害への対応を

想定した計画を応用して活用できる範囲で対応を行うことで足りるものであると

考えられる。 
消防計画の作成上想定すべき地震の規模としては、当該防火対象物における

大規模のものを想定する必要がある。本ガイドラインにおいては、共通的に少なく

ともおおむね震度６強程度の地震は考慮することとし、さらに地域防災計画におけ

る想定地震災害の規模や、建築基準法の耐震設計の考え方における「存在期間中に

遭遇する可能性がある 大級の地震規模」等も併せて考慮の上、適切な強さの地震

を想定することとする。 
なお、具体的な被害態様や必要な対応行動の内容等の具体的想定手法について

は、防火・防災管理業務の多様性や、今後の技術的な発展を促進する観点から、一

律な方法に限定するのではなく、防火対象物側の自主的な取組みに委ねることが適

当と考えられる。しかしながら、対策を要する被害程度を過小評価することのない

よう、また想定被害に応じた対応が不適切なものでないように、一定の合理性が確

保されている客観的な手法によることが必要である。 
 

＜消防計画作成の一般的な手順＞ 
（１）防火対象物の状況の調査・分析 

防火対象物の利用形態、建物形態、設備等の状況を調査し、特徴等を分析す

る（建物設計時の基本計画等を参考にすることが効果的・効率的）。 
－利用形態 

令別表用途、事業形態、在館者の人数、空間・時間分布、特性（特定者か不特

定者か、ハンディキャップの有無等） 
－建物形態 
  敷地配置、規模、階層、主要構造、主要区画、複数棟がある場合の接続形態 



 

－設備等の状況 
  設置されている消防用設備等、防火設備（防火戸・シャッター）、非常照明、

排煙設備、非常用エレベーター、非常用進入口、その他防火防災上活用可能な設

備等（監視カメラ、汎用放送設備、通信設備、非常電源等） 
－事業形態毎の特徴 

－劇場等：非常に多数の在館者、火気使用 
－百貨店等：多数の不特定の在館者、売場内の避難経路、バックヤードの存在、多数の従

業員管理の困難性 
－旅館・ホテル等：夜間の対応の必要、火気使用 
－病院・社会福祉施設：多数の自力避難困難者、休日夜間対応の必要 

（２）被害態様の評価 
具体的な災害の発生を想定し、その被害態様の全体像（①建物等の基本被  

害②建築設備等被害③避難施設等被害④消防用設備等被害⑤収容物等被害⑥

ライフライン等被害 等）を評価する（大規模地震による被害の基本的な想定

手法についての詳細は別冊１を参照）。 
なお、建物構造や避難施設等が大きく損壊するおそれがある場合には、必要

強度の確保が合理的な計画作成の前提として必要となることに留意すべきで

ある。 
（３）防火・防災安全上の目標設定 

当該防火対象物における防火・防災安全上の目標を設定する。基本的な目標 

は、まず第一に利用者の人命・身体安全の確保であり、その後は二次災害の防

止となる。それら基本的な目標の達成を判断するための具体的な指標（例えば

避難を完了させる時間・被害の及ぶ範囲を局限化する規模等）を検討する。防

火対象物の実情や災害の態様に応じて、具体化された指標に変動が生じ得るこ

とに留意が必要である。 
（４）対応行動の具体化 

目標を達成するための対応行動の具体化（一定時間内の通報・初期対応体制、

一定規模の避難誘導体制等）を行い、これを実施することが出来る体制が構築

されるように、消防計画に盛り込むべき事項（体制の構築方法、具体的対応行

動の実施計画の内容）を決定する（自衛消防組織の編成についての詳細は別冊

２を参照）。 
   なお、大規模地震に対し必要となる応急対策を勘案すると、従来から対策が

講じられている火災との比較において、活動項目や組織体制は共通する点が多

いと考えられるものの、想定される被害の形態や影響範囲の違い等に起因して、

具体の活動内容には異なる点が存することに留意が必要である。 
 
 



 

（５）PDCA サイクルの採用 
被害の想定や必要な対応行動が十分かどうか、それに応じた体制が備えられ

ているかどうか等について、訓練等を通じて定期的に見直し、改善していく仕

組み（PDCA サイクル）を消防計画に盛り込んでおくことが必要である。 
 



 

Ⅱ．具体的な消防計画の構成 

大規模地震等に対応した消防計画の構成の標準的な例と記載上のポイントは以下

のとおりである。なお、この例は管理権原が単一の場合の消防計画及び管理権原が

複数の場合の全体の消防計画について記述したものであり、管理権原が複数の場合

の個々の消防計画については、以下の内容のうち当該管理権原の部分に関する内容

について記載することとなる。 
また、この例は防火管理に係る消防計画と防災管理に係る消防計画を両方の内容

を含む一つの消防計画として作成したものであるが、防火管理と防災管理それぞれ

の消防計画として作成する場合には、両者の内容に齟齬が無いように十分慎重に検

討を行って作成することが必要である。 
 これらの記載上のポイントについては消防法施行規則の規定に基づき標準的に消

防計画に盛り込まれる事項だけでなく、盛り込むことが推奨される事項も含まれて

いるが、当該推奨事項を盛り込むかどうかの選択は防火対象物の判断に委ねられて

いるものである。 
（個別事項の解説については別冊４を参照） 

 

 ※ ○印：標準的に盛り込まれる事項 

 ※ ★印：盛り込むことが推奨される事項 

  

※ （従前内容）：現状の消防計画で記載されている内容を基本的に踏襲してい

るもの 

 ※ （拡充）：現状の消防計画で記載されている内容を基本的に拡充するもの 

 ※ （新規）：新たに消防計画に記載することとなる内容のもの 

 

１．総則的事項：計画の目的、適用範囲、管理権原 

(1) 計画の目的等に関する事項 

① 計画の目的・・・（従前内容） 
○ 地震、火災、その他の災害を対象に、その災害発生の防止と被害の軽減を

目的としたものであることを記載する。 
② 計画の適用範囲（場所・人）・・・（従前内容） 
○ 管理権原が分かれているかどうかに関わらず、建物全体（敷地を含む）を

対象とした一体となった計画として作成し、管理権原が分かれている場合に

は個別の管理権原毎にもその役割・権原に応じて個別の計画を作成する。 
○ 従業員・利用者全てを含め、在館者全てを対象として計画を作成する。 

③ 管理権原の範囲・・・（従前内容） 
○ 管理権原が分かれている場合、その権原・責任の範囲を明確に記載する（平

常時の管理区分が明確でない場合や空間的な重複があるような場合にも防



 

火・防災管理上の空白が生じないように防火・防災管理責任の範囲を明確化

する。）。 
○ 指定管理者制度、不動産信託制度、ＰＦＩ、ＳＰＣのような管理形態での

管理責任関係について明確に記載する。 
○ 防火・防災管理業務の一部委託を行う場合の権原委任や管理責任関係につ

いて明確に記載する。 
○ 管理責任状況の定期的な把握手段、変更時の計画変更手段について記載す

る。 
④ 災害想定及びＰＤＣＡサイクル（計画の見直しを着実に実施するための手順

等）・・・（新規） 
○ 地震発生時における被害の想定の実施及び当該想定被害に対応した対策の

具体的な内容について記載する（別冊１参照） 
○ 定期的な検討、訓練による検証等を踏まえた継続的な計画の見直し・改善

を着実に実施するための手順等を明確に記載する。 
○ 消防計画を定期的に検討・見直しを行うことを明確に記載する。 
○ 消防計画の記載事項の変更が生じた場合には見直しを行うことを記載する。 

(例) 人事異動、事業所の組織変更、防火対象物の変更、類似した防火対象物

からの火災事例が発生した場合等 
○ 消防計画の適否を確認することも目的として訓練を実施し、実施結果の検

証により消防計画の必要な見直しを行うことを記載する。 
○ 消防計画を見直すための組織等について記載する。 

(例) 防火・防災管理委員会（仮称）、防火・防災管理協議会（仮称）による

検討 
 

(2) 防火・防災管理者等に関する事項 

① 防火・防災管理者及びその権限、業務、防火・防災管理組織・・・（拡充） 
○ 防火・防災管理者が誰であるかを明確に記載する。 
○ 管理権原が分かれている場合に統括防火・防災管理者との関係について明

確に記載する。 
○ 防火・防災管理者の委託を行っている場合にその委託関係及びその手続き

を明確に記載する。 
○ 防火・防災管理者に防火・防災管理業務上与えられている権限と行うべき

業務を明確に記載する。 
○ 防火・防災管理者を補完する組織（防火・防災管理委員会等）の構成（管

理権原者、防火・防災管理者、自衛消防組織の統括管理者、地区隊長等）、開

催方法（時期）、審議内容について具体的に記載する。 
 



 

２．予防的事項 

(1) 共通的事項 

① 予防的活動に係る組織体制・・・（拡充） 
○ 防火・防災担当責任者、火元責任者について、その任にあたる者、責任区

分、業務内容を明確化する。 
② 自主チェックに係る組織体制・・・（拡充） 
○ 防火・防災管理者（及びその組織）による自主チェックの方法、実施計画

について具体化する。 
○ 法第８条の２の２による防火対象物定期点検報告（法第３６条による準用

を含む）の対象となっている場合、その実施方法等について具体化する。 
○ 消防用設備等の定期点検報告の実施方法等について具体化する。 
○ その他防火・防災安全に係る点検等チェック体制について具体化する（連

動シャッターの動作点検等）。 
③ 記録に係る事項・・・（拡充） 
○ 防火・防災管理上必要な書類等について編冊した防火・防災管理維持台帳

を作成し、整備・保管することを具体化しておく（具体的書類名、管理責任、

管理場所等）。 
④ 休日・夜間等の対応に係る事項・・・（拡充） 
○ 終日の利用状況を確認し、防火・防災管理体制の空白がないようにする。 

⑤ 工事中の安全対策に係る事項・・・（拡充） 
○ 建物の一部が工事等をしている場合の防火・防災管理体制について明確化

しておく（工事中の消防計画の作成等）。 
⑥ 定員管理に係る事項・・・（拡充） 
○ 在館者の状況について常時確認し、必要に応じて制限を行うことについて、

その責任主体・実施方法を明確化しておく。 
 

(2) 火災に特有の内容 

① 火気管理等出火防止対策・・・（従前内容） 
○ 火気使用設備の管理、喫煙制限等火気使用の制限について明確化する。 
○ 臨時の火気使用に必要な手続き・安全措置等について明確化する。 

② 危険物等の管理・・・（従前内容） 
○ 危険物等の貯蔵、取扱い、種類・数量変更に必要な手続き・安全措置につ

いて明確化する。 
③ 避難施設・防火上の構造等の管理・・・（従前内容） 
○ 避難施設・防火設備等の管理についてその責任者・範囲・管理方法等につ

いて明確化する。 
 



 

(3) 地震に特有の内容 

① 建物等の耐震診断等・・・（新規） 
○ 地震発生時の建築物・設備の安全性を確認するための耐震診断の実施その

他必要な措置を行うこと等を記載する。 
○ 災害想定・目標設定に応じた安全性が確保されていることを確認する（想

定している地震のレベルと建物強度、耐震措置等に不整合等が生じていない

か。）。 
○ 平時において建築物・設備の地震に対する安全性を確認するための措置を

行うことを記載する。 
② 収容物等の転倒・移動・落下防止・・・（新規） 
○ 収容物等の転倒・移動の防止、落下のおそれのある物品等への対応の実施

について記載する。 
○ 収容物等の転倒・移動の防止の実施に関し、責任主体、実施方策、維持点

検方策について記載する。 
○ 落下のおそれのある物品等への対応に関し、責任主体、実施方策、維持点

検方策について記載する。 
③ 地域防災計画との調整・・・（新規） 
○ 消防計画の作成・見直しの際の、火災に関する消防計画、地域防災計画、

その他災害時の業務計画等との関係の整理・調整のための組織体制、整理・

調整の考え方を記載する。 
(例) 当該建物が広域避難場所、災害医療拠点となっていたり、指定公共機関

としての活動等を行う場合、当該活動についての地域防災計画・防災業

務計画等における活動内容と消防計画の内容が整合しているかどうか計

画作成時に確認し、定期に見直しを行う等 
④ 地震の対応に特有の設備等の設置、物資の確保・・・（新規） 
○ 地震災害時に 低限必要な物資等（自衛消防組織が使用する資機材、消耗

品、食料等の物資）について、平時から確保しておくべき数量等（活動計画

等から算定する）及び点検交換等がきちんと行われるようにチェック体制や

更新期限等を記載する。 
(例) 物資等の管理者を定め、管理記録を作成する。 

★ 緊急地震速報を活用する場合の機器の導入や維持管理体制その他必要な事

前準備等について明確に記載する。 
 
 
 
 
 



 

３．応急対策的事項 

(1) 共通的事項 

＊ 別冊３参照 

① 自衛消防組織の編成・・・（拡充） 
○ 自衛消防組織の編成及び人員の構成を具体的に記載する。 
○ 自衛消防組織が行う業務に係る活動要領を具体的に記載する。 
○ 必要な人的体制について、災害想定・目標設定により導き出される規模・

能力（１．（１）④による）が確保されるようにする。 
○ 地震時等、活動できる人数が制約されたときの実施事項の優先度を明確に

記載する。 
○ 複数の管理権原者に分かれている防火対象物の場合は、全体としての自衛

消防組織の編成及び人員、共同して設置する自衛消防組織に関する協議会の

設置及び運営、自衛消防組織の統括管理者の選任方法、自衛消防組織の活動

範囲その他共同しておく自衛消防組織の運営に関し必要な事項について記載

する。 
○ 大きな用途区分毎（物品販売店舗と事務所等）や棟・区画の区分毎に地区

隊を編成する場合は、その構成を記載する。 
○ 本部隊・地区隊別に体制・任務・統括する者を明確化し記載する。 
○ 各班の任務内容・統括する者を明確化し記載する。 
○ 活動時における管理権原者、防火・防災管理者、自衛消防組織の統括管理

者、各地区隊・各班の統括する者の権限及び任務を明確に記載する。 
○ 防災センターの位置付け、体制、指揮管理体制について明確化し記載する。 

② 自衛消防組織の運用体制・・・（拡充） 
○ 昼夜・営業時間内外において必要な体制が確保されるように平常時の体制、

非常時の対応について具体化し記載する。 

○ 防災センターと自衛消防組織の構成員の情報伝達、指揮命令系統について

具体化し記載する 

○ 応急活動のための従業員の出社、自宅待機、退社等に係る手順について記

載する。 
③ 自衛消防組織の装備・・・（拡充） 
○ 自衛消防組織の有する装備等の保管場所、種類・数量をについて記載する。 
○ 装備等の維持管理体制について明確に記載する。 

(例) 管理責任者を定め、定期的な点検の結果を整備記録に記載する。 
④ 指揮命令体系・・・（拡充） 
○ 緊急時の指揮命令体系（防災センター・自衛消防本部の設置、構成員、権

限等）について記載する。 



 

(例) 自衛消防本部は、管理権原者（又は指定された者）の判断により設置す

る。 
自衛消防組織の統括管理者が不在となる場合に備えて複数の代行者を

定め、自衛消防活動に必要な権限を付与するとともに、代行の優先順位を

定める。 

○ 活動を開始する時期（タイミング）を明確化し記載する。 

(例) 自衛消防本部は、自衛消防組織の統括管理者の判断により活動を開始す

る。 
○ 自衛消防の業務の一部を委託する場合の指揮命令系統を明確に記載する。 

 

(2) 火災に特有の内容 

① 火災発見時の措置・・・（従前内容） 
○ 火災発見時の活動要領を具体的に記載する(発見手段・手順）。 

② 通報連絡・・・（従前内容） 
○ 消防機関や関係機関との通報連絡の活動要領を具体的に記載する。 
★ マスコミ等に対して広報対応を行う場合の体制等を盛り込む。 

③ 消火活動・・・（従前内容） 
○ 消火活動の活動要領を具体的に記載する。 

④ 避難誘導・・・（従前内容） 
○ 避難誘導の活動要領を具体的に記載する。 
○ 当該建物の特徴に応じた避難の基本方針を明確に記載する（水平避難の可

否、全館避難・部分避難の選択、避難方向の選択）。 
○ エレベーターの使用制限及びその管理方法等について記載する。 

⑤ 安全防護措置・・・（従前内容） 
○ 安全防護措置（防火戸・シャッター、排煙口等の操作、危険物・漏洩ガス

等の応急防護措置、活動上支障となる物件等の除去等）の活動要領を具体的

に記載する。 
⑥ 救出救護・・・（従前内容） 
○ 救出救護（逃げ遅れ者の救出、負傷者の救護等）の活動要領を具体的に記

載する。 
⑦ 消防機関への情報提供、案内・・・（従前内容） 
○ 現着する消防機関への情報提供や案内の活動要領を具体的に記載する。 
○ 消防機関と自衛消防組織との指揮調整方法、消防機関指揮本部の設置場所

（防災センター等）を記載する。 
 

 

 



 

(3) 地震に特有の内容 

① 発生時の初期対応・・・（新規） 
○ 危険場所からの待避、パニック防止のための放送、出火防止措置、自衛消

防組織の活動開始等の手順を記載する。（緊急地震速報を活用している場合に

はその対応を具体的に記載する（短時間であり明確な手順化・シーケンス化

が必要）。） 
○ 地震発生時には身の安全を第一とし、大きな揺れがおさまった後、組織的

な活動を開始することを記載する。 
○ パニック防止のために冷静な行動を促す放送を防災センター等から行うこ

ととし、地震発生時の館内放送の文例、事前の周知や訓練方法等を記載する。 
○ 防災センターにおいて、気象庁の地震情報、津波情報、緊急地震速報等の

情報収集を行うことを記載する。 
○ 一定震度以上の地震が発生した場合には、管理権原者（又は指定された者）

の指示がなくても自衛消防本部を設置し、活動を開始するよう記載する。こ

のとき、関係者の情報共有の方法についても明確にする。 
○ 関係者・関係機関への連絡手段・手順を明確化する。 
○ 防火対象物関係者・関係行政機関等への連絡網を作成し記載する。 

○ （通報の重複を避けるため）火災発生時や要救助者発生時の消防機関への

通報を誰が行うか記載する。 
★ 緊急地震速報を活用する場合は、その初期対応フロー等について記載する。 

② 発生時の被害状況の確認・・・（新規） 
○ 建物全体の被害情報の確認手段・情報収集、情報集約手順について具体的

に記載する。 
(例) 総合操作盤、自動火災報知設備、監視カメラ、設備モニタ、従業員等

からの速報により把握する。 
自衛消防組織の統括管理者は、各地区隊の通報連絡班からの情報によ

り、被害情報を確認する。 
自衛消防組織の統括管理者は、収集した情報を必要に応じて在館者に伝

達する。 

○ 必要情報の整理・分析手順について具体的に記載する 
(例) 負傷者数、閉じ込め者数、火災等二次災害の有無、構造等損壊等。 

○ 被害の内容、程度に応じた対応優先順位の判断方法等を記載する。 

(例) 人命優先、避難手段確保優先、機能維持優先等 
③ 救出救護・・・（新規） 
○ 落下物、転倒物や飛散ガラス等による救出救護について記載する。 
○ 建物損壊等による閉じ込め救助等の資機材、活動要領等について記載する。 



 

(例) チェーンソー等危険が伴う救助資機材は、取扱いに習熟した者が行うこ

と。 
○ 救護場所の設置について記載する。 
○ 応急救護班の行う応急手当、医療機関への搬送方法等について記載する。 

④ エレベーター停止等への対応・・・（新規） 
○ エレベーターが停止した際の対応策について記載する。 

(例) エレベーター会社との連絡体制、復旧対応について記載する。 
エレベーター会社の安全確認までは使用停止させることを記載する。 
エレベーター停止を想定した被災状況の確認や現場駆け付けの方法を

記載する。 
閉じ込め者が発生した場合の救出方法について記載する。 
非常開錠キーの使用方法・救出手順（正常な停止位置からのずれによ

る対応の違い）、技術者・専門知識の確保等について記載する。 
○ エレベーター会社の行うエレベーター閉じ込め時の救出講習等に参加し、

救出能力の向上を図ることを記載する。 
⑤ 地震による出火防止への対応・・・（新規） 
○ 同時多発的出火への対応方法を明確化し記載する。 

(例) 大きな揺れがおさまった後、電源・燃料等の遮断を行う。 
○ 迅速な火災対応を記載する（通常火災への対応の準用）。 

⑥ 避難施設・建物損壊への対応・・・（新規） 
○ 避難施設の損壊を想定した代替経路の選定手順等について記載する。 
○ 建物の損壊状況を点検し、応急措置、使用制限等について記載する。 
○ 消防用設備等の点検を行い、異常の有無を確認し対処するよう記載する。 

(例) スプリンクラー設備等の損壊を想定した火災時の対応方法の明確化等

について記載する。 
区画損壊等に対応した応急措置（関連区画への立入禁止措置等）につ

いて記載する。 
⑦ インフラ等の機能不全への対応・・・（新規） 
○ 停電への対応（非常電源の確保、携帯用照明器具等の確保、再通電に備え

た対応）について記載する。 
○ 断水（消火用水等の確保、建物全体が保有している水量の把握・確保、漏

水対応等）への対応について記載する。 
○ 通信障害への対応（緊急連絡方法の複線化、無線手段の確保等）について

記載する。 
○ 交通障害への対応（一定期間の孤立化に備えた活動体制の整備、代替的移

動手段の確保等）について記載する。 
 



 

⑧ 避難誘導・・・（新規） 
○ 避難誘導の活動要領を具体的に記載する。 
○ 建物の耐震性、周辺地域の危険性、収容人員の人数、移動障害の有無、帰

宅困難者の数等を踏まえて、地震規模ごとに避難するか在館するか（避難す

る場合の方法（全館一斉、全館逐次、部分等）を含む）の判断基準を定める。 
○ 防火対象物内の危険箇所をあらかじめ周知させ、具体的な避難方法を記載

する。 
○ 避難又は在館時の避難先又は一次待避の場所、誘導方法、誘導開始時期、

誘導実施者を定める。 
(例) 一時待避場所（安全区画）指定し記載する。 

近隣区画への移動の手順を記載する。 
（自力避難困難者への対応について具体化する。） 
自力避難困難者については、支援体制が確立するまでの介助要員を指定

し記載する。 
○ 誘導時に逃げ遅れの有無をどのように確認するかを記載する。 
○ 避難誘導路の事前の確保（確認）方法を記載する。 

(例) 障害物の除去、照明の確保 
⑨ 災害復旧等の活動との調整・・・（新規） 
○ 災害復旧作業に伴う二次災害発生防止の措置を記載する。 

(例) 火気使用設備、電気器具等からの危険発生要因の排除 
危険物品の安全な場所への移管 

★ 被災後の建物の使用に係る手続き（使用の中止・継続・再開等に係る判断

手順等）について記載する。 
★ 応急活動終了後の従業員の体制（帰宅等に係る判断手順等）について記載

する。 
★ 応急活動終了後に備蓄物資等を転用する場合の手順等について記載する。 
★ 従業員・在館者等で帰宅困難者が多数発生している場合の対応等について

記載する。 
★ 当該防火対象物に係る応急活動の終了・縮小後において近隣の応急活動に

自衛消防組織等が従事する場合の対応等について記載する。 
⑩ 警戒宣言への対応・・・（従前内容） 
○ 警戒宣言が出された場合の対応を記載する。 

 

(4) その他の災害についての対応・・・（従前内容） 

○ 大規模事故・テロ等による毒性物質の発散等があり、在館者の迅速かつ円

滑な避難等が必要な場合について、火災・地震時の通報連絡及び避難誘導活

動に準じて関係機関への通報連絡及び避難誘導を実施することを記載する。 



 

４．教育訓練 

(1) 従業者等の教育 

① 管理権原者の教育・・・（拡充） 
○ 管理権原者の普段からの教育・自己啓発等について記載する。 
○ 防災講演等への定期的な参加を明確化し記載する。 
○ 消防訓練には必ず参加することを明確化し記載する。 
○ 防火・防災管理者、自衛消防組織の統括管理者等と定期的な情報交換を行

うことを明確化し記載する。 
② 防火・防災管理者等の教育・・・（拡充） 
○ 防火・防災管理者の普段からの教育・自己啓発について記載する。 
○ 防火・防災管理講習・再講習の受講について記載する。 
○ 防火・防災に関する講習会等に定期的に参加することを明確化し記載する。 

③ 自衛消防組織の構成員の教育・・・（拡充） 
○ 自衛消防組織の統括管理者について、有資格者であること（自衛消防業務

新規講習・再講習の受講等）について記載する。 
○ 自衛消防組織の構成員のうち、統括管理者の直近下位の内部組織を統括す

る者に対する講習受講等について記載する。 
○ 市町村等が実施する自衛消防業務に関する講習を受講させる内部組織を統

括する者を明確化する。 
・ 自衛消防組織の本部隊の各班長（初期消火、情報収集、通報連絡、防災

センター等における設備監視・操作、避難誘導、救出・救護に係る班に限

る。） 
○ その他自衛消防組織の構成員の技術取得・維持のための訓練等について記

載する。 
(例) 装備品等の習熟訓練サイクルを定め、訓練結果を記載する。 

応急手当講習に積極的に参加し、当該講習修了者名を記載する。 
④ 従業員の教育・・・（拡充） 
○ 教育を受けた従業員教育担当者等による教育体制について記載する。 
○ 従業員への地位・役割に応じた教育について記載する。 
○ パートタイム従業者等の教育体制について記載する。 
○ 防火・防災に関する啓発用資料を作成し配布することを記載する。 

⑤ 従業員教育担当者への教育・・・（拡充） 
○ 従業員教育担当者の教育（従業員教育担当者が習得すべき専門知識やその

修得手段（講習受講等））について記載する。 
 

 

 



 

(2) 訓練の実施 

① 訓練の実施時期等・・・（拡充） 
○ 訓練種別（総合・部分、火災・地震等）毎に時期、回数等を記載する。 

② 訓練の実施手順・・・（拡充） 
○ 防火対象物内部への周知や所轄消防機関への連絡について具体的な手順等

を記載する。 
③ 訓練の内容・方法・・・（拡充） 
○ 訓練の実施方法を記載する。 
○ 訓練結果等の記録について記載する。 
○ 訓練規模（全体、部、想定）ごとに、時期、回数を記録する方法を明確に

する。 
○ 訓練の検証・定量的な評価方法の導入等について記載する。 

④ 訓練結果の検討・・・（拡充） 
○ 訓練結果を検討し、改善事項等の抽出・計画の見直し等を行うことを記載

する（具体的な手順等を記載する。）。 
○ 訓練結果の検討組織の構成者を明確にして記載する。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

別冊１ 大規模地震による被害の基本的な想定手法について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

大規模地震による被害の基本的な想定手法について 

 
１．地震の規模等の想定 

◎［原則］当該防火対象物が存する地域において備えるべき 大級の地震規模を

想定する。 
① 本ガイドラインでは震度６強程度の地震は共通的に想定することとする。 
 
② 地域防災計画における想定地震災害の規模や、建築基準法の耐震設計の考

え方における「存在期間中に遭遇する可能性がある 大級の地震規模」等、

具体的に想定されている地震があれば、その想定も考慮する。 
  また、発生する時間帯、自然条件については も大きな被害が想定される

時間・条件を基本とするとともに、特徴的な差異（例：宿泊施設における昼

夜の対応行動の違い等）が生じる場合も考慮する。 
 
③ 上記想定に達しないような規模の地震についても、長周期地震動によるエ

レベーターの多数停止等対応すべき特異な事案を生じる可能性があること

に留意し、計画作成に当たって考慮する。 
 
２．防火対象物における被害の想定 

◎［原則］上記規模の地震に伴い、当該防火対象物において発生することが想定

される被害について、耐震措置の状況や過去の実例等を踏まえ、防火・防災上

の観点から評価する。 
◇ 本ガイドラインでは、簡便のため、「標準的な付与条件」を示しており、

その活用例は付属資料参考「地震発生時の被害想定例」のとおりである。 
◇ 合理性が客観的に認められるものである場合には、「標準的な付与条件」

と異なる手法で評価することができることとする。 
◇ 当該防火対象物における個々の被害が連関して生じることとなる被害の

全体像を把握する。（※付属資料「２．想定される被害の相関」参照） 
◇ 建物構造や避難施設が大きく損壊するおそれがある場合には、必要強度の

確保が合理的な計画作成の前提として必要となることに留意すべきである。 
（※過去の実例等について、付属資料「１．大規模地震における被害の状況」等を参照） 
 
① 建築構造等の基本被害 
  当該防火対象物の建築構造について、耐震診断の結果や過去の実例等に基

づき、被害を想定する。 
（標準的な付与条件） 

 



 

○ 建築基準法上の新耐震基準に適合している場合には、建築構造等の大き

な被害は考慮しなくてよいこととする。 
○ 耐震改修促進法の適用がある場合には、想定した地震規模に応じた耐震

診断の結果に基づき、建築物の構造体に係る被害を想定する。 
 
② 建築設備等被害 
  当該防火対象物の建築設備について、設計、施工上の強度、耐震診断結果、

過去の実例等に基づき、損壊、防火・防災上の機能停止等を想定する。 
（標準的な付与条件） 
○ 「建築設備耐震設計・施工指針」（日本建築センター）等に適合しない

部位については損壊又は機能停止が生じるものとして想定する。 
○ 「官庁施設の総合耐震計画基準」（国土交通省）等に基づき、機能維持

が図られている場合を除き、何らかの機能停止が生ずるものとして想定す

る。 
 
③ 避難施設等被害 
  当該防火対象物の避難施設（避難経路となる廊下、階段等）について、非

構造部材における耐震診断結果、過去の実例等に基づき、被害を想定する。 
（標準的な付与条件） 
○ 建築基準法上の新耐震基準に適合している場合には、避難施設の大きな

被害は考慮しなくてよいこととする。 
○ 耐震改修促進法の適用がある場合には、想定した地震規模に応じた耐震

診断の結果に基づき、建築物の避難施設に係る被害を想定する。 
○ 避難経路のうち１以上は使用に障害が発生することを想定する。 

 
④ 消防用設備等被害 
  当該防火対象物の消防用設備等について、耐震措置の状況、過去の実例等

に基づき損壊、機能停止等を想定する。 
（標準的な付与条件） 
○ 消防用設備等の関係団体（日本消防設備安全センター、日本消火装置工

業会、日本内燃力発電設備協会など）による耐震報告書等に適合しない部

位については、損壊又は機能停止が生ずるものとして想定する。 
○ 過去の実例において、天井等との衝突や変位により多くの被害を生じて

いるスプリンクラーヘッド、火災感知器等については一部損傷することを

想定する。 
○ 防災センターの受信機や総合操作盤では、断線等による未警戒区域の発

生、故障信号・警報信号の輻輳等が生じることを想定する。 



 

 
⑤ 収容物等被害 
  当該防火対象物の収容物等について、固定措置の状況や過去の実例等に基

づき、その転倒、落下、移動等による被害を想定する。 
（標準的な付与条件） 
○ 「オフィス家具類・一般家電製品の転倒・落下防止対策に関する指針」

（東京消防庁）等に基づき適切に固定措置等が施されていない収容物等に

ついては、転倒、落下、移動等が起こることを想定する。 
○ 上記に伴い、要救助、救護者の発生、通行障害等の被害を想定する。 

 
⑥ ライフライン等被害 
  当該防火対象物のライフライン（外部電力、水道、電話、ガス等）につい

て、過去の実例等に基づき被害を想定する。 
（標準的な付与条件） 
○ 基本的にライフラインは利用できないものとして想定する。 
○ 代替措置がなされている場合（非常電源の設置、貯水槽の確保、無線通

信手段の確保等）にその影響が軽減されるものと想定する。 
 
⑦ 火災等の発生 
  当該防火対象物における火災の発生について、被害全体の連関、過去の実

例等に基づき想定する。 
（標準的な付与条件） 
○ 火気使用場所・危険物貯蔵場所等について、その安全対策の程度に応じ

て一定割合で火災が発生することを想定する。 
 
⑧ 人的被害 
  当該防火対象物における人的被害の発生について、被害全体の連関、過去

の実例等に基づき想定する。 
（標準的な付与条件） 
○ 在館者数とその安全対策の程度に応じて一定割合で人的被害が発生す

ることを想定する。 
 
 
 
 
 
 



 

付属資料 

 
１．大規模地震における被害の状況  

 

(1) 建物等の基本被害 

 

大規模地震の発生時には、数多くの建物が被害を受けるとともに、死傷者が数多く

発生することが予想されます。また、地震の揺れそのものによる被害のほか、二次的

に起こる火災でも多くの被害が発生します。 

阪神・淡路大震災では、６８万棟にも及ぶ建物が地震の揺れにより何らかの被害を

受け、死者は６４００余名にも及びました。また、２９３件の出火による総焼損棟数

は７５３４棟にも上りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 阪神・淡路大震災の人的、物的被害状況 表２ 阪神・淡路大震災の火災による被害状況

出典：阪神・淡路大震災について（確定版）／消防庁／

2006 年 5 月 19 日 

死 者 6,434 人
行 方 不 明 者 3 人

重 傷 10,683 人
軽 傷 33,109 人

負 傷 者 計 43,792 人
104,906 棟
186,175 世帯
144,274 棟
274,182 世帯

一 部 破 損 390,506 棟
住 家 被 害 計 639,686 棟
公 共 建 物 1,579 棟
そ の 他 40,917 棟

文 教 施 設 1,875 箇所
道 路 7,245 箇所

橋 り ょ う 330 箇所
河 川 774 箇所

崖 く ず れ 347 箇所
ブロック塀等 2,468 箇所
水 道 断 水 約1,300,000 戸

ガス供給停止 約860,000 戸
停 電 約2,600,000 戸

電 話 普 通 約300,000 回線

非住家

全 壊

半 壊

被害状況区　　　分

人的被害

住家被害

区　　分
出 火 件 数 293 件

建物火災 269 件
車両 9 件

その他 15 件
焼 損 棟 数 7,534 棟

全焼 7,036 棟
半焼 96 棟

部分焼 333 棟
ぼや 109 棟

焼 損 床 面 積 835,858 ㎡
り 災 世 帯 8,969 世帯

被害状況



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表４ 火災の出火原因

区　　分 件数 区　　分 件数
ストーブ 26 取灰 2
電灯電話等の配線 17 風呂かまど 1
電気機器 10 焼却炉 1
こんろ 7 ボイラー 1
配線器具 6 電気装置 1
灯火 5 マッチ・ライター 1
炉 2 その他 47
こたつ 2 不明・調査中 143
溶接機・切断機 2 計 274

表３ 死亡者の死因 

長屋、家具類等の倒壊に
よる圧迫死と思われるも

4,831

焼死体（火傷死体）及びそ
の疑いのあるもの

550

その他 121
計 5,502

合計
　　　　　 　　　　　 府県
　死因

出典：阪神・淡路大震災の記録／消防庁／

1996 年 1 月 

出典：阪神淡路大震災調査報告 共通編－１ 総集編／阪神・淡路大震

災調査報告編集委員会／2000 年 3 月 



 

(2) 建築設備被害 

 

大規模地震時は、給水・給湯設備、排水設備、ガス設備、空調・換気設備、電気設

備、輸送設備などの建築設備への被害も多く発生します。阪神・淡路大震災では、特

に配管の立て管と横枝管接続部、建物－敷地や敷地－道路境界線部分での破損、空調

用給気口・吸込口や照明器具等の天井からの脱落などの被害が多く見られました。ま

た、タンク類やボイラ、ポンプなどの重量物は移動しました。これらはアンカーボル

ト等で固定してあっても、固定が不十分であったため引き抜けや転倒を起こした事例

もありました。この他にも、エレベーターの急な停止により、内部に閉じ込められた

り、損壊により使用できなくなった事例がありました。 

 

 

 

 保守契約台数 地震感知器 物損発生台数 閉じ込め件数 

神戸市 7,177 有 1,780 479 4 

無 4,752 1510 25 

兵庫県 

(神戸市除く) 

7,710 有 2,155 181 4 

無 5,547 739 0 

近畿地区 

(兵庫県除く) 

50,199 有 13,083 638 20 

無 37,107 1351 103 

合計 65,086 有 17,018 1,298 28 

無 47,406 3,600 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表５ 阪神・淡路大震災エレベーター被害状況

出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－７ 建築設備・建築環境／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／1999
年 3 月 



 

(3) 避難施設被害 

 

階段や廊下等の避難施設は緊急時の避難や救助活動を行う上で重要な施設ですが、

大規模地震時には建物中間層の崩壊や構造体の破損、内装材の脱落、ガラス破損、家

具類の転倒、扉の枠の歪みによる開閉不良等が障害となり、使用できなくなることが

予想されます。 

阪神・淡路大震災では、階段や廊下の損傷が見られるとともに、震度７地域の９階

建て以上の高層共同住宅において、約４割の住戸で扉の開閉障害が発生しました。    

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１ ９層建物：５層崩壊 写真２ ８層建物：６層崩壊 

写真３ １０層建物：３層崩壊 写真４ 渡り廊下落下 

写真１～４：出典：阪神・淡路大震災の記録／消防庁／1996 年 1 月



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真９ 変形した扉の例 写真１０ 扉外周枠の変形による 
開放不良の例 

写真８ 変形によるクリアランスの減少

写真６ 階段室の破損状況 写真５ 非常階段の本棟からの分離

写真７ 階段１，２階部分の破損状況

写真５～７：出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－６ 火災／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／1998 年 10 月 
写真８  ：出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－５ 非構造部材／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／2000 年 5 月 
写真９,10 ：出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－６ 火災／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／1998 年 10 月 

 



 

(4) 消防用設備等被害 

 

消防用設備等は、避難や初期消火活動や救助活動を行う際に大きな役割を担います

が、地震時には消防用設備等が損傷し、その機能に支障を生じる場合があります。主

な被害の発生形態は、天井取付けのスプリンクラーヘッドや火災感知器の損傷や脱落、

加圧送水装置との接続部分や区画貫通・埋設箇所の近傍での応力集中による破壊、装

置・機器類の固定部材の強度不足による破壊などです。 

 

 

 

消防用設備等の種別 被害施設数 設置施設数 被害率（％） 

スプリンクラー設備 222 544 40.8 

防火戸 161 524 30.7 

泡消火設備 20 83 24.1 

屋内消火栓設備 107 451 23.7 

二酸化炭素消火設備 9 42 21.4 

自動火災報知設備 109 542 20.1 

誘導灯 94 537 17.5 

自家発電設備 71 444 16.0 

放送設備 61 478 12.8 

ガス漏れ火災警報設備 22 206 10.7 

ハロゲン化物消火設備 17 162 10.5 

避難器具 25 268 9.3 

非常ベル 24 262 9.2 

粉末消火設備 4 62 6.5 

合計 4609 946 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ 阪神・淡路大震災における神戸市内のスプリンクラー設置建物の 

消防用設備等の被害状況 

出典：消防用設備等耐震性調査研究報告書／財団法人日本消防設備安全センター消防用設備等耐震性調査研

究委員会／1999 年 5 月 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消防用設備等の種別 損傷状況 件数 

屋内消火栓設備 配管の亀裂、ずれ、漏水、変形、破断 61 

水槽の亀裂、ずれ、転倒 56 

消火栓ボックスの変形 46 

加圧送水装置のずれ、漏水、変形 32 

スプリンクラー設備 配管の亀裂、ずれ、漏水、変形、破断 138 

ヘッドの亀裂、漏水、変形、誤作動 122 

水槽の亀裂、ずれ、転倒 75 

加圧送水装置のずれ、漏水、変形 44 

泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備配

管の破損、ボンベの転倒 

 

自動火災報知設備 感知器の脱落、水による誤作動 90 

受信機の誤作動 46 

自家発電設備 燃料タンクの転倒、ずれ、損傷 36 

燃料配管のずれ 33 

冷却装置の冷却配管の亀裂、ずれ 41 

表７ 阪神・淡路大震災における神戸市内のスプリンクラー設置建物の

消防用設備等別の被害状況 

出典：消防用設備等耐震性調査研究報告書／財団法人日本消防設備安全センター消防用設備等耐震性調査研

究委員会／1999 年 5 月 



 

(5) 家具類の転倒・落下による被害 

 

大規模地震時には、家具の転倒や収容物の落下により、負傷者が発生するとともに、

避難や救助活動を行う際の障害となるおそれがあります。近年発生した地震では、負

傷者の負傷原因のうち家具類の転倒・落下によるものが３～５割と大きな割合を占め

ています。また家具類の転倒・落下は低層階から高層階に行くに従って多くなる傾向

にあると言われています。 
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福岡県西方沖地震
(2005.3.20）

新潟県中越地震
(2004.10.23）

十勝沖地震
(2003.9.26）

宮城県北部地震
(2003.7.26)

(%)

図１ 近年発生した地震における家具類の転倒・落下に起因する負傷原因の割合 

出典：オフィス家具・家電製品の転倒・落下防止対策に関する調査研究委員会における検討結果／東京消防 
家具類（オフィス家具・家電製品）の転倒・落下防止対策に関する調査研究委員会／2006 年 3 月 



 

(6) ライフライン被害 

 

 大規模地震時には、電気、ガス、上下水道、電話等のライフラインに被害が発生し、

防火対象物での活動に影響を及ぼすことが予想されます。過去の地震では、ライフラ

イン復旧まで長期間を要するケースが散見されるところです。 

 

 

 
 

 ライフライン復旧日数（日） 

電力 電話 水道 ガス 

新潟地震(1964.6) 5 20 90 180 

宮城県沖地震(1978.6) 2 - 11 27 

日本海中部地震(1983.5) 0.5 1 19 30 

釧路沖地震(1993.1) 1 1 4 22 

阪神・淡路大震災(1995.1) 6 14 60 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表８ 近年の地震時のライフラインの復旧日数

出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－７ 建築設備・建築環境／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／

1999 年 3 月 



 

２．想定される被害の相関 

上述のとおり、大規模地震が発生した場合には、様々な被害が生じることが予想されます。そ

の全体的な相関関係を整理すると、 

概ね次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２ 被害の関連に基づく防火対策の被害シナリオ 

出典：建築物の防火対策の地震被害と火災危険性／清水建設研究報告第６２号／1995 年 10 月 

： 実際に発生した被害の連関

： 想定した被害の連関

凡例

： 避難上の機能障害

* ： 想定した被害・機能障害

防火戸衝突

天井破損

中間階崩壊

家具･什器

移動､転倒

防火戸

枠の歪み

配管破損

SPヘッド

破損

感知器

配線破損

防煙垂れ壁

脱落

非常用照明

器具破損

ガラス散乱

防火戸

開放不良

アラーム弁作動

感知器作動感知器水損

消防用水

不足

排煙口開放

風量

不足＊

初期消火

失敗＊
延焼拡大＊

他区画へ煙伝播＊

負傷者発生＊

居室内避難

に支障＊

居室内に閉じ

込められる

受信機

警報作動

受信機

不作動

排煙警報

作動

避難誘導

不適切＊

建物内状況

確認の遅れ

火災覚知

の遅れ＊

排煙口開放

天井､内装材

脱落

什器移動､転倒

消火栓ホース散乱

消火栓ボックス

破損

中間階崩壊

ELV停止＊

避難に支障＊

初期消火

失敗＊

風量不足

延焼拡大＊

注）被害連関は、防火対策被害調査の全ての事例をもとに作成したため、実際には同時に発生しない項目を含んでいる

　　(例えば、「自家発電停止による排煙機不作動」と、「排煙口開放による排煙機作動」など）。

排煙機作動

消火ポンプ

不作動

SP作動警報

階段へ煙伝播＊

ELV内に閉じ

込められる＊

延焼拡大＊

消火水槽

破損

受水槽破損

冷却水不足 自家発電

水損

自家発電

停止

排煙機不作動＊

防災センター居室

廊下・附室 機械室

階段室

防火戸変形による

閉鎖不良

防火戸変形による

開放不良

内装材脱落

他階へ煙伝播＊

避難に支障＊ 中間階崩壊

防火対象物における内部要因

電気、上下水道、ガス、電話等のライフラインの被害

外部要因



参　考

被害想定シナリオ（ホテルの場合、震度６強、地震発生時間午前５時３０分）

ホテル概要は「東京都内に所在、地上２０階、地下３階、ＳＲＣ構造、延床面積180,000㎡、客室1,400室、最大収容人員3,000人　宴会場・結婚式場・レストラン・バーラウンジ有り」 と仮定する

被害種類と考慮すべき態様 番号 具体的な被害事象 規模／程度 自衛消防隊 備考

1 建物構造（柱、梁、耐震壁など主要構造部）の被害。 （例）被害なし 安全防護班

2 外壁・窓ガラス・看板が落下し、建物周囲に散乱する。 （例）○箇所 安全防護班

3 内装天井が落下する。 （例）○箇所 安全防護班

4 エレベータが停止する。 （例）○基停止 安全防護班

5 エスカレーターが停止する。 （例）○基停止 安全防護班

6 空調・換気設備の配管が折損する。 （例）○箇所 安全防護班

7 ボイラ燃料が移動し、停止する。 （例）○箇所 安全防護班

8 客室の扉がひずみで開閉不能となる。 （例）○箇所 避難誘導班

9 内装材が脱落する。 （例）○箇所 避難誘導班

10 ガラスが破損する。 （例）○箇所 避難誘導班

11 客室や廊下に煙が滞留する。 （例）○箇所 安全防護班

12 宿泊客が階段室や非常口に殺到し、避難が円滑に進まない。 （例）○箇所 避難誘導班

13 防火シャッターの不作動。 （例）○箇所 安全防護班

14 防火戸の不作動。 （例）○箇所 安全防護班

15 スプリンクラ設備損傷により漏水する。 （例）○箇所 安全防護班

16 二酸化炭素消火設備のボンベが転倒する。 （例）○箇所 安全防護班

17 客室内の備品が転倒・落下する。 （例）○箇所 安全防護班

18 照明器具、シャンデリアが落下する。 （例）○箇所 安全防護班

19 事務室の書棚が転倒する。 （例）○箇所 安全防護班

20 パーテーションが転倒する。 （例）○箇所 安全防護班

21 停電で客室の照明が点灯しない。 （例）○％ 安全防護班

22 廊下・階段・ロビーの照明が点灯しない。 （例）○％ 安全防護班

23 飲料水が無くなる。 （例）起きることを想定 安全防護班

24 断水でトイレが使用できない。 （例）起きることを想定 安全防護班

25 外線電話が輻輳し使用できない。 （例）起きることを想定 通報連絡班

26 内線電話が機能せず、各部屋の宿泊客の安否確認がとれない。 （例）起きることを想定 通報連絡班

27 公設消防へ連絡できない。 （例）起きることを想定 通報連絡班

28 調理場から出火。 （例）○箇所 消火班

29 客室から出火。 （例）○箇所 消火班

30 機械室・ボイラ室から出火。 （例）○箇所 消火班

31 車からのオイル漏れ、駐車場からの出火。 （例）○箇所 消火班

32 調理場からのガス漏洩。 （例）○箇所 消火班

33 ボイラ燃料の漏洩。 （例）○箇所 消火班

34 その他の火気使用設備器具、電気機器からの出火危険。 （例）○箇所 消火班

35 駐車場や調理場などの排煙に迫られる。 （例）起きることを想定 安全防護班

36 不安状態にある全宿泊客に対し、館内非常放送（安心情報）を適宜迫られる。 （例）起きることを想定 通報連絡班

37 外部からの宿泊要請に対応。 （例）起きることを想定 避難所班

38 重要書類、貴重品等の搬出、盗難が発生する。 （例）起きることを想定 搬出警戒班

39 エレベータ内に人が閉じ込められる。 （例）○箇所 救護班

40 宿泊客が地震の衝撃で転倒・ベッドから落下し、負傷する。 （例）○人 救護班

41 慌てて屋外に出た人が落下物で負傷する。 （例）○人 救護班

42 客室や共用部で地震になれていない外国人が揺れ・衝撃でパニックになる。 （例）起きることを想定 救護班

43 高齢者や子供が恐怖で動けなくなる。 （例）○人 救護班

44 救護班により、搬送された人を看護する。 （例）○人 救護班

地震発生時の被害想定例

建物等の基本被害
（耐震診断結果や過去の地震被害等を
参考に検討を行う。建物構造や避難施
設が大きく損壊することがないような必
要強度の確保が必要になる。）

建築設備等被害

避難施設等被害
（主要な避難経路のうち一つ以上が使用
不能となり、使用可能な避難経路におい
ても有効幅員や移動速度が通常より減
になる）

人的被害
（在館者に一定割合（過去の事例分析や
理論的推定等により評価する。）での負
傷者が発生。従業者は一定割合で負傷・
活動不能の状況にある。）

消防用設備等被害
（自動火災報知設備、固定消火設備、防
火設備機能が（全部・一部）喪失してい
る。耐震措置を講じている場合は一定の
機能維持を想定）

収容物等被害

ライフライン等被害
（外部からの電源等の供給は途絶する。
非常電源は機能するが、照明器具等は
一定割合で損傷している。）

派生的に生じる被害等
（火気使用場所等において一定割合で
火災が発生）



 
 
 
 
 
 
 
 

別冊２ 災害想定に基づく自衛消防体制の整備に関する考え方について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

災害想定に基づく自衛消防体制の整備に関する考え方について 

 
具体的な災害や被害の態様の検討を踏まえ、防火・防災上必要とされる対応を明確

化し、これを実施することのできる体制を具体的に計画することが、実効性のある自

衛消防力を確保するため必要である。これに当たっては、およそ次の手順が考えられ

る。 

１．大規模地震発生時における防火・防災上の基本事項を整理する。 
◎［原則］基本的な目標として、①人命安全の確保、②二次災害の防止の２点を共

通的に設定する。 

２．計画上の実施レベルを明確化する。 
◎［原則］基本的な目標を達成するため、必要と考えられる応急活動全般の項目を

抽出し、それぞれについて計画上の実施レベルを明確化する。 
・ 防火対象物内の状況を速やかに把握できること。 
・ 建物の安全性が確保されないと判断される場合、当該部分にいる在館者を負

傷者が増加しないように安全に屋外等に避難させる。 
・ 防火対象物内で発生した火災について在館者の避難時間の間、影響を及ぼさ

ない規模に抑制できること。 
・ （一定割合で発生する）エレベーター等における閉じ込め事案について速や

かに状況の把握及び救出等の応急措置ができること。 

３．当該防火対象物における災害想定の結果を踏まえ、具体的な活動内容を整理する。 
・ 必要となる対応行動や体制の水準は、個々の防火対象物の用途や規模等に応じ

て判断されるべきことに留意が必要。また、同じ防火対象物でも、曜日や時間帯

によって体制が異なる場合があることに留意が必要。 
・ 火災と大規模地震では、被害事象、対応行動に大きな違いがあることに留意が

必要。（図 A） 
・ 対応の全体イメージを念頭に各対応行動について検討する。（図Ｂ，C） 
・ 被害の程度によって対応行動のフローが異なってくることに留意する。（図 D） 

４．活動内容に応じた組織編成、人員、資機材等を計画する。 
・対応行動を実施するための体制の評価については、例えば別添「消防計画作成

マニュアルの作成に係る検討 第２次中間報告書」のような考え方が参考となる。 
 
※ 防火対象物の実情や災害の態様に応じて、具体化された目標に強弱が生じ得

ることに留意する。 
 
 



 

 

＜災害の特徴＞ 
 火災 地震 

災害の範囲 局所的、建物内 広域 
被害の範囲 1 箇所から拡大 同時多発（複数箇所）、近隣でも発生

出火・類焼の可能性あり 
行政支援 消防署等から迅速な駆け付け 発生直後は期待できない 
自衛消防隊員 家族の被災なし 家族も被災の可能性あり 
ライフライン 建物内の停電は想定されるが、限定的

 
停電、断水、ガス、通信障害、IT イ

ンフラ、交通障害（道路、鉄道） 
 
館内放送不可（非常用電源ない場合）

トイレ使用不可 
空調停止 
エレベータ停止 
通信手段が限定 
帰宅困難者の大量発生 

 
 
 
＜自衛消防組織の対応の違い＞ 

 火災 地震 
活動時間 消防車到着までの比較的短期間 

 →消防機関等の支援可能 
地震規模により、長期化 
 →消防機関等の支援を得にくい 

被災場所確認 比較的容易（自火報など） 確認に時間を要す 
来場者対応 原則、避難 避難の可否を判断する必要がある 
負傷者対応 救急隊による救出・救護 救急隊による救出・救護が期待できない

防災センター 防災センターとの連絡・連携が容易 防災センターとの連絡・連携が困難 
（連絡手段が確保できないため） 

対応すべき事項 停電、煙、熱などによる不安や恐怖感

の排除（パニック防止） 
停電・余震などによる不安や恐怖感の排

除（パニック防止） 
エレベータの閉じ込め対応 
周辺の情報収集が必須（風評の排除） 
通信手段の確保 
従業員の安否確認 

自衛消防組織の

要員の召集 
家族や自宅の確認不要 家族の安否・自宅損壊状況確認が必要 
夜間休日に発災した場合でも、比較的

駆け付けが容易 
夜間休日に発災した場合、指揮者・要員

の駆け付けが困難 
 

図 Ａ 



災害の状況に応じた応急活動上のポイント

図 Ｂ

状況 応急活動上のポイント

地震発生～
その直後

○身の安全確保

○火の始末その他の危害防止措置

○避難経路確保

○防災センターからの安心放送（パニック防止）

○緊急地震速報への対応

被災状況の
確認

〈防火対象物の状況〉

○人的被害

○強い揺れに伴う物的被害 （ＥＶ閉じ込め、落下物・倒
壊物等）

○火災の発生状況

〈ライフラインの状況〉

○水道、電気、ガス、電話

活動方針の
決定

○被災状況に応じ、応急活動の内容と必要な体制につい
て判断

○同時多発的に被害が発生し、一時的に自衛消防組織
の活動能力を超える場合には、活動上の優先度を的確
に判断

①人命安全の確保

②２次災害の防止②２次災害の防止

自衛消防組
織による応
急活動

○消火活動、通報連絡、避難誘導、救出・救護等を実施

○地震特有の対応事項

・落下物・転倒物や閉じ込め等に伴う被災者の救出・救護

・出火した場合の急激な延焼拡大に備えた迅速な初期消
火

・構造・設備の損壊・機能停止や停電・断水等を考慮した
活動要領活動要領

・万一に備えた円滑な全館避難 等

消防機関の
到着

○被災状況の情報の引き継ぎ

○消防機関への協力

※消防機関の到着に時間がかかることを想定した自助体
制の確立



 

 

  

主な被害事象と応急活動上の障害等
応急活動の基本的流れ 

周辺地域 建物内 

 

○停電、断水、通信

障害、交通障害が

発生 

○建物倒壊や火災が

多数発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○停電、断水等の影

響により応急活動

に支障 

○被災地域ではエレ

ベータ業者の対応

に時間を要する 

 

 

 

 

○火災や倒壊建物か

らの救出事案等が

多数発生 

○通信や交通にも障

害が発生 

 

○火災だけでなく、建

築構造･設備の損壊

や機能停止、落下

物、転倒物による被

害が発生 

○被災箇所が同時多

発的で広範囲 

○被害が急速に拡大 

 

○強い揺れに一斉に

見舞われる 

○停電等も在館者の

行動に影響 

 

 

○自動的に感知でき

ない被害が多数。ま

た、自火報も被災 

→人手による確認 

○避難施設の損壊や

落下物･転倒物のた

め移動に支障。ま

た、非常用エレベー

タも復旧までは使

用不可 

 

○対応の必要性や優

先度、内容の見極め

（例 避難不要/一

部避難/全館避難

等） 

 

○落下物・倒壊物から

の救出救護 

○エレベータ停止に

伴う閉じ込め対応 

○出火した場合の迅

速な初期消火 

○広範囲に危険が及

ぶ場合の全館避難 

 

 

○事業所単独の対応

が長期化 

 

○交代要員の参集も

困難 

 

 

 

地震の発生

即時の安全行動の指示とパニック防止 

被災状況の確認 

活動方針の決定 

初期消火 通報連絡 避難誘導 救出救護

消防機関の到着 

大規模地震時の対応（イメージ） 

図 Ｃ 
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別冊３ 自衛消防組織の編成について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

自衛消防組織の編成について 

 

管理権原者（設置義務を負う複数の管理権原者が存する場合は各管理権原者）

は、防火対象物において適切に自衛消防業務を行うことができるよう、消防法第

８条の２の５に基づく政省令の規定に基づく自衛消防組織を設置し、設置の届出

を行うとともに、その他自衛消防の組織に関することを含めおよそ以下の内容を

消防計画において具体化しておくことが必要である。 

※ 市町村によっては、火災予防条例等により、一定の事業所について一定の

人員、資格、装備等をもった自衛消防組織を編成するように定めている場合があ

るので、所轄の消防本部に確認する必要がある。 
 

① 自衛消防組織の編成 
○ 自衛消防組織の編成及び人員の構成を具体的に記載する。 
・自衛消防組織は本部隊と地区隊からなり、地区隊は基本的には各事業所毎

（各管理権原単位毎）に編成し、当該編成について各管理権原毎の消防計画 
 及び全体の消防計画において明確化する。 

○ 大きな用途グループ（物品販売店舗と事務所等）や棟・区画の区分毎に地

区隊を編成することが適当である場合もあるため、その場合には当該編成等

を消防計画に記載する。 
 

(例) 本部隊の基本編成                (例) 地区隊の基本編成 
自衛消防組織の統括管理者－指揮班        地区隊長－通報連絡班 

通報連絡班           初期消火班 
初期消火班           避難誘導班 
避難誘導班           安全防護班 
安全防護班           応急救護班 
応急救護班           （重要物搬出班） 

 
※ 実施事項・優先度と編成班との関係もわかりやすく整理すること。 
※ 災害、火災の対応段階毎に必要な班を明確に記載する。 

 
○ 本部隊・地区隊別に体制・任務及び統括する者を明確化し記載する。 
○ 業務毎に設ける各班の任務内容及び統括する者を明確化し記載する。 
○ 活動時における管理権原者、防災管理者、自衛消防組織の統括管理者、各

地区隊・各班の統括する者の権限及び任務を明確に記載する。 
○  １つの防火対象物に管理権原者の異なる複数の事業所がある場合は、協議

して全体で共同の自衛消防組織を組織し、編成及び人員を記載する（管理上



 

の事情等により例外的に複数の自衛消防組織となる場合には、その設置方法

や業務を行う範囲等について自衛消防組織に関する協議会において協議し

明確化するとともに、その内容を各消防計画で定めておくことが必要であ

る。）。 
・ 複数権原で共同して自衛消防組織を編成する場合、訓練が重要となる。 
→訓練を通して平常時から連絡体制・意思決定体制を確立させる。 
→各事業所（各管理権原者）の消防計画で定める自衛消防の組織は、建物全 
体の地区隊等その部分をなすものとして位置付けられ、統括管理者及び本 
部隊の指揮下に入る。 

・ 本部隊は１隊とする。 
→ 本部隊は自衛消防組織の統括管理者が直接指揮する。 
→ 自衛消防組織の統括管理者は、自衛消防組織全体の指揮、命令、監督等の

一切の権限を有することを明確に定める。 
→ 自衛消防組織の統括管理者が不在の場合の代行者を定めておく。 
→ 地区隊長の自衛消防組織の統括管理者（本部隊）への報告・連絡を明記し

ておく。 
→ 本部隊は当該建物内の全ての場所から火災等の災害が発生したときは、地

区隊に対して強力なリーダーシップを取り、あらゆる災害の初動対応及び

全体の統制を行うものとする。火災等の災害への初動対応を行うとともに、

地区隊が活動している場合においてもこれに協力し、指揮、統制を行い、

他の地区隊に対して支援を要請し活動させることができるものとする。 
→ 本部隊の行う主な任務は、次のとおり。 

ア．自衛消防活動の指揮統制、状況の把握 
イ．消防機関への情報や資料の提供、消防機関の指揮本部との連絡 
ウ．在館者に対する指示 
エ．関係機関や関係者への連絡 
オ．消防用設備等の操作運用 
カ．避難状況の把握 
キ．地区隊への指揮や指示 
ク．その他必要な事項 

・地区隊は階・区画・主要な権原毎に設ける。（同一階・同一区画で複数管理

権原の場合は、それぞれの規模・人員などの実状に応じて編成することも

あり、また、複数階・区画でも管理が一体となっているときは同一の地区

隊としてもよい。） 
→ 地区隊に地区隊を統括する者として地区隊長をおく。 
→ 地区隊長は、自衛消防組織の統括管理者の命を受け、担当地区隊の機能が

有効に発揮できるよう隊を編成する。 



 

→ 地区隊長は、担当地区の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防組織

の統括管理者（本部隊）への報告、連絡を密にする。 
 → 自らのところだけでは地区隊編成が出来ない小規模管理権原の場合、隣接

テナントと合同の地区隊を編成する。 
→ 地区隊は、各班（通報連絡班、初期消火班、避難誘導班など）で編成され

る。各班には班を統括する者（班長）を置く。 
→ 地区隊（各班）の行う主な任務は、次のとおり。 
ア．通報連絡班 
 ・被害状況の把握、情報収集及び伝達 
 ・消防機関への通報及び防災センター等指定場所への連絡 

※ 通報連絡班：（１班あたり３人程度が適当。例：被害状況確認２人、

連絡１人） 
→ 地区隊の通報連絡班は、災害発生場所、状況等を本部隊（防災セン

ター）に報告する。 
→ 防災センターは、災害確認後、消防機関へ通報するとともに、自衛

消防組織の統括管理者に報告し、放送設備により必要に応じ館内周知

する。 
   → 発災後も定期的に被害状況を確認するなど、情報収集活動に従事す

る必要あり。 
   → 臨海地域では津波情報も考慮し、必要に応じ周知する。 
イ．初期消火班 
 ・消火器、屋内消火栓等を活用しての消火活動 
※ 初期消火班：（１班あたり２人以上が適当。目安：屋内消火栓使用可

能人数以上） 
班数は⑴被害想定に基づく予想出火箇所数 →「別冊１」、「地震時

における出火防止対策のあり方に関する調査検討報告書」参照  
     ※予防的取り組みによって予想出火箇所数を減じることが可能 

⑵担当面積（１班あたりの担当可能な面積を考える。） 
⑶スプリンクラー設備のある場合、減ずることができる。 
※予防的取り組みによって機器破損確率を下げることが可能 

などが考えられる。 
ウ．避難誘導班 
 ・メガホン、携帯用拡声器等を活用しての在館者への避難誘導 
 ・在館者のパニック防止措置 
 ・避難状況の確認及び本部隊への報告 
 ・避難器具の設定 

※ 避難誘導班：（避難誘導員数は次による算定が目安） 



 

⑴ 誘導灯の設置状況に応じて配置する。（見通しが良ければ誘導員

数も減ずることが可能と考えられる。） 

⑵ 担当人員（誘導員１人につき担当可能な人数を考える。） 

⑶ パニックが起こりやすい用途・構造の場合、パニック防止用説明

要員が必要  

→ 用途・構造・業態・利用者層で判断させる。（例：地下階・

超高層階・ショッピングモール等） 

⑷ 放送設備が使用可能な場合、誘導員数を減ずることが可能 

  → 「別冊１」参照 

※ 予防的取り組みによって機器破損確率等を下げることが可能 

⑸ オフィスビルなど誘導すべき人員が少ない場合は、誘導員数は少

なくてもよいため、建物内人員数だけではなく、誘導すべき人員の

質・層も考慮する。 

⑹  災害弱者等の多い用途（病院等）の場合、搬送要員も必要 

→ 目安：介添え歩行可の場合、１人につき１人、寝たきりの場

合１人につき４人（担架使用） 

→ 安全区域までの避難所要時間も考慮する。 

エ．安全防護班 
 ・防火戸、防火ダンパー等の操作 

・危険物、ガス、火気使用設備等に対する応急防護措置 
・倒壊危険箇所の立入禁止措置 
・スプリンクラー設備等の散水による水損の防止措置 
・活動上支障となる物件の除去 
※ 安全防護班：（１班あたり５人以上が適当。） 

班数は、要救出箇所数（エレベーター閉じ込め、倒壊壁など）が考

えられる。→ 「別冊１」参照 
   ※ 予防的取り組みによって機器破損確率等を下げることが可能。 

なお、救出後の救護体制との兼ね合いが生じる。 
オ．応急救護班 
 ・救出及び負傷者の応急手当等の人命安全に関わる措置 
カ．搬出班（任意設置） 
 ・重要書類及び物件の搬出 

(例) 原則として各班の兼任は出来ないが、例えば当該業務の負担が設備等の

活用等により非常に少ない場合（初期消火班と自動消火設備設置、安全

防護班と防火設備等の作動の自動化・遠隔化、搬出すべき重要物品がな

い等）には、基本的な活動場所が同一の場合に限り兼任ができることも

妨げない（例：初期消火班と安全防護班等）。 



 

○ 必要な人的体制について、災害想定・目標設定により導き出される規模・

能力が確保されるようにする。 
→ 本文 Ⅱ．１．（１）．④及び別冊２「災害想定に基づく自衛消防体制の整

備に関する考え方について」参照 
 →少なくとも、防火対象物全体において、以下の自衛消防活動における基本

的な業務について、おおむね二人以上（複数）の要員が配置されていること

が必要である。 
  ・火災の初期の段階における消火活動に関する業務 
  ・情報収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務 
  ・在館者が避難する際の誘導に関する業務 
  ・在館者の救出及び救護に関する業務 
※ 基本的には各業務の兼任は出来ないと考えられるが、例えば当該業務の

負担が防火対象物の実情等により非常に少ない場合には、活動場所の移

動や両業務の実施が可能な場合も有り得る。 
○ 編成上の工夫 
・ 参集時間、応急対応完了時間を考慮して自衛消防組織の編成を決める。 
・ 班編制は職務上の部署に対応したものとすると上下伝達、任務分担がわか

りやすく人事異動にも対応しやすい。 
・ 災害の長期化に備えて交代要員を確保しておくことも考慮する。 
→交代制勤務（シフト）を導入しているところは、シフト表を活用できる。 

 
②  緊急参集の考え方 

○ 防火対象物の実情に応じ、応急活動のための従業員の出社、自宅待機、退

社等に係る手順について記載する。 
(例) 緊急連絡網を定めておく。 

非常時の出社の基準を明確化する。 
○ 参集方法 
・ 突発型・予知型を問わず交通機関の使用は原則考えない。 

→ 徒歩参集可能な近隣居住職員での編成 
○ 編成 
・ 対応事項と活動優先順位に従う。 

→ 「被害想定」及び「応急活動の内容」参照 
→ 「○○分以内に○○人参集可能」と参集時間毎の参集可能人員数を事前

に把握し、それに基づいた編成をしておく。 
 
③  活動長期化への備え（交代要員、物資、資機材）の考え方 

・ 過去のライフライン等の復旧日数を考慮する。 



 

・ 活動が長期化した場合の対応を記載する（交代ローテーション表の作成等）。  
→ 交替時の申し送りの徹底 

○ 日常点検にも各班を積極的に活用する。 
→  各班の任務分担が明確化、使用資機材に精通、連絡報告体制の充実 
→ ＰＤＣＡサイクルにも活かせる。 

 
④ 防災センターの位置付け、体制、指揮管理体制について明確化し記載する。 

(例) 非常時には、防災センターが初期消火や避難誘導に必要な情報を集約し、

消防活動の中枢機関としての役割を果たす場所とする。 
○ 防災センターと自衛消防組織の構成員の情報伝達、指揮命令系統について

具体化し記載する。 
(例) 本部隊は、防災センター又はこれに準じる場所を活動拠点とするものと

する（図Ａ参照）。 
 
⑤ 自衛消防組織の運用体制 

○ 昼夜・営業時間内外において必要な体制が確保されるように平常時の体制、

非常時の対応について具体化し記載する。 

(例) 勤務体制により従業員が交替又は大幅に減少し、組織及び構成員が大き

く異なる場合は、原則として別の自衛消防組織を編成する。 
・ 営業時間 ＝ 平常時として、被害想定及び対応可能な組織編成を基本とす

る。  
→ 館内人員数 大の時間帯を基本とした被害想定・自衛消防編成が必要 
→ 館内人員数 大の時間帯ではなく、客（要救助者）と従業員（自衛消  

防組織の構成員）のバランス上、自衛消防組織の構成員の負荷が も厳し

い時間帯を基本とする考え方もある。 
→ 病院・ホテル等の入院スペース・宿泊スペースは、夜間・休日でも人員

減とはならないため、対象物毎に営業時間（建物内に人がいる時間帯）等

を考慮する。 
→ 館内の人員構成が時間帯毎に大幅に変わる場合、自衛消防組織の編成は

原則として時間帯毎にそれぞれ対応可能な別編成とする。 
○ 工事中の消防計画と併せて、自衛消防組織の編成・活動を記載する。 

→ 「使用部分」と「工事部分」の混在により、出火危険性が高まり、さらに

通常の避難経路が使用できないなどの支障が出る。 
→ 施主（オーナー）側と自衛消防組織（占有者）側、工事業者側とで十分協

議し、安全対策、災害時の指揮命令系統などについて確認しておくことが

必要 
 



 

⑥ 自衛消防組織の装備 
○ 自衛消防組織の有する装備等の保管場所、種類・数量をについて記載する。 

→ 「自衛消防組織装備品リスト（参考例）」参照 
・必要数は対応事項・隊数・人員数による。  
→ 別冊１及び別冊２参照 

○ 装備等の維持管理体制を明確に記載する。 
(例) 管理責任者を定め、定期的な点検の結果を整備記録に記載する。 

 
⑦ 指揮命令体系 
○ 緊急時の指揮命令体系（防災センター・自衛消防本部の設置、構成員、権

限等）について記載する。 
(例) 自衛消防本部は、管理権原者（又は指定された者）の判断により設置す

る。 
自衛消防組織の統括管理者が不在となる場合に備えて複数の代行者を

定め、自衛消防活動に必要な権限を付与するとともに、代行の優先順位を

定める。 

○ 活動を開始する時期（タイミング）を明確化し記載する。 

(例) 自衛消防本部は、自衛消防組織の統括管理者の判断により活動を開始す

る。 
自衛消防組織の一部を委託している場合の指揮命令系統を明確に記載

する。 
 
⑧ 訓練 

○ 実効性のある自衛消防体制のためには、実戦的な訓練の定期的な実施が必

要不可欠である。 
○ 具体的な行動内容・順序を示し、定量的な検証が可能な訓練マニュアルを

作成することが重要である。 
※ 「地下街等避難等訓練マニュアル検討会報告書」（総務省消防庁予防課）の

考え方等を参考とする。 

 



【ケース１】

本部隊

☆1つの防火対象物に1人の管理権原者が自

衛消防組織を編成する場合

地区隊①

地区隊②

地区隊③
各フロアごとに

地区隊を編成して

いるケース

自衛消防業務講習修了者

【ケース２】

同一フロアにある

小規模な事業所A、

Bは地区隊①とし、

大規模な事業所C

はフロア別に地区

隊②、③、④とする

☆1つの防火対象物に複数の管理権原者が

自衛消防組織を編成する場合

統括本部隊

事業所A 事業所B

事業所C

地区隊②

地区隊③

地区隊④

地区隊①

自衛消防業務講習修了者

※ 共同防災管理の協議により自衛消防組織を一体的に結成した場合の例



【ホテル】 複数のテナントが入っているホテルの自衛消防組織編成例

●建物概要： 地上30階、地下1階

●用 途： 複合用途

ホテル【1Ｆ～28Ｆ】、テナント（飲食店 6店）【29Ｆ～30Ｆ】、

テナント（物品販売店 20店）【Ｂ1】

Ｂ1 テナント（物販専門店）

29Ｆ テナント（レストラン街）

1Ｆ～28Ｆ ホテル

30Ｆ テナント（喫茶店、バー）

（3Ｆ～28Ｆ 客室）

（1Ｆ フロント・ロビー）

（2Ｆ 宴会場）

地区隊⑬

地区隊⑫

地区隊③～⑪

地区隊②

地区隊⑭

地区隊①

統括本部隊

※3フロアごとに1隊編成

（3Ｆ 事務室）

（1Ｆ 防災センター）

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

活動上の権限を付与

地区隊は、フロア単位に編成

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

自衛消防業務講習修了者

【百貨店】

Ｂ1～3Ｆ テナントＢ1～3Ｆ 大手百貨店

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

1Ｆ

Ｂ1

複数のテナントが入っている百貨店の自衛消防組織編成例

●建物概要： 地上5階、地下1階

●用 途： 複合用途

百貨店【Ｂ1～3Ｆ】、テナント（飲食店等 100店）【Ｂ1～5Ｆ】

4Ｆ テナント（書籍等）

5Ｆ テナント（レストラン街） 地区隊⑤

地区隊④

地区隊②

地区隊⑥

地区隊①

地区隊③

活動上の権限を付与

統括本部隊

（婦人服等）

（紳士服等）

（家庭用品等）

（事務室、防災ｾﾝﾀｰ）

食料品

（生活雑貨等）

（ホビー等）

（装飾品専門店等）

（食料品専門店）

地区隊は、フロア単位に編成
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自衛消防組織装備品リスト（参考例）

用意すべき資機材 ○× 用意が推奨される資機材 ○×

消防計画（自衛消防活動要領） 携帯用拡声器

建物図面（平面図・配管図・電気設備図等） 指揮本部用の資機材及び標識（隊旗）

名簿（従業員・宿泊者・入院者等） 照明器具（懐中電灯・投光器等）

情報伝達機器（トランシーバー等）

非常通報連絡先一覧表 携帯用拡声器

情報伝達機器（トランシーバー等）

防火衣又は作業衣 可搬消防ポンプ

消火器具 破壊器具（とび口等）

防水シート

マスターキー ロープ

切断機具（ドアチェーン等切断用） 誘導の標識（案内旗等）

名簿（従業員・宿泊者・入院者等） 誘導の標識（案内旗等）

携帯用拡声器

照明器具（懐中電灯等）

キー、手動ハンドル
（防火シャッター、エレベーター、非常ドア等）

エンジンカッター

救助器具（ロープ、バール、ジャッキ等） 油圧式救助器具セット

建物図面（平面図・配管図・電気設備図等）

応急医薬品 応急救護所設置資機材（テント、ベッド等）

担架 受傷者記録用紙

車イス

自動体外式除細動器（AED）

非常用搬出品リスト（契約書類、台帳、PC、電子記録等） 防水シート

保管標識

そ の 他 災害用活動服、ヘルメット、運動靴、手袋、警笛 携帯発電機

※資機材は持ち出しやすい場所に備蓄・保管します。

※備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管します。

※食料（缶詰、乾パン等）：必要日数×必要人数分

※飲料水（目安　1日/3リットル）：必要日数×必要人数分

任 務 別

指 揮

品　　名

搬 出

応 急 救 護

通 報 連 絡

初 期 消 火

避 難 誘 導

安 全 防 護
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別冊４ 個別事項の解説 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



地震災害に特有の対応事項と事業所における計画内容の概要 
地震災害に特有の対応事項 事業所における計画内容（骨子） 
強い揺れに対する即時の安

全行動とパニック防止 
○即時の安全行動の指示→身の安全確保、火の始末 etc. 
○パニック防止のための館内放送や自衛消防組織の避難誘導

○緊急地震速報への対応 
防火対象物全体における被

災状況の確認とこれに即し

た活動方針の決定 

○防火対象物全体の被災状況の確認 
→自衛消防組織の地区隊からの速報、機械監視による補完、

一定の階層ごとの人員･資機材の配置 etc. 
○応急活動上の優先度に関する判断指標の設定 
○防災センターを中心とした統一的な指揮命令系統の確保 

落下物･転倒物や閉じ込め

等に伴う被災者の救出･救

護 

○落下物･転倒物の下敷きになった者の救出方法 
○転倒や飛散ガラス等による負傷者の応急救護方法 
○扉の変形等による居室への閉じ込め者の救出方法 
○エレベータ閉じ込め者が発生した場合の救出方法 
→エレベータ会社との連絡体制、非常開錠キーによる EV

乗場の扉開放、正常な停止位置からのずれが小さい場合

の救出手順 etc. 
出火した場合の迅速な初期

消火 
○自衛消防組織の地区隊による迅速な初期消火 
○防災センターを中心とした支援体制 

避難施設や消防設備等の損

壊･機能停止への対応 
○避難施設の損壊を想定した避難経路の確保 
→代替経路の選定、階段区画の火煙からの応急防護 etc. 

○スプリンクラー設備の損壊を想定した初期対応の確保 
→自衛消防組織による人的な初期消火活動（消火器、屋内

消火栓 etc.）、防火区画や排煙設備による拡大防止 etc. 
○防火戸の損壊の応急措置、隣接防火戸による二次的な区画

形成 etc. 
○エレベータ停止に伴う対応 
→エレベータ会社との連絡体制、地震後の運行管理（EV

会社の安全確認までは使用停止）、EV 停止を想定した被

災状況の確認や現場駆け付けの方法 
停電、断水、通信障害、交

通障害等への対応 
○停電：非常電源の容量確保、携帯用照明器具の配備 etc. 
○断水：消火用水の容量確保、漏水時の速やかな閉止 etc. 
○通信障害：消防機関等への通報手段の複線化 etc. 
○交通障害：自衛消防活動の長期化に備えた交代要員、物資

等の確保 
万一に備えた円滑な全館避

難 
○被害の程度等に応じた避難上の活動区分の設定 
→建物全体に危険が及ぶおそれ→全館一斉避難 
建物の一部が損壊、出火等→危険箇所から逐次避難 etc.

○全館一斉避難を行う場合の誘導方法 
→避難の順序、経路の分散、災害時要援護者への配慮 etc.

 



（
具
体
的
な
消
防
計
画
の
構
成
）
1
P
 

具
体

的
な

消
防

計
画

の
構

成
 

 
 

 
 

 
○

：
標

準
的

に
盛

り
込

ま
れ

る
事

項
 

 
★

：
盛

り
込

む
こ

と
が

推
奨

さ
れ

る
事

項
 

 
 

 
 

 

消
防

計
画

に
盛

り
込

む
内

容
 

具
体

的
な

記
述

の
ポ

イ
ン

ト
 

記
述

内
容

の
解

説
 

活
動

要
領

例
等

 

総
則

的
事

項
 

[1
] 

計
画

の
目

的
等

に
関

す
る

事
項

 

[1
-1

] 

計
画

の
目

的
 

[1
-1

-1
] 

○
地

震
、

火
災

、
毒

性
物

質
の

放
出

等
そ

の
他

の
災

害
（避

難
等

へ

の
対

応
に

限
る

）を
対

象
に

、
そ

の
災

害
発

生
の

防
止

と
被

害
の

軽
減

を
目

的
と

し
た

も
の

で
あ

る
こ

と
を

規
定

す
る

。
 

 

○
在

館
者

の
人

命
安

全
の

確
保

及
び

二
次

災
害

発
生

の
防

止
が

基
本

的
な

目
標

と
な

る
。

 

 

計
画

の
適

用
範

囲
（場

所
・人

） 
  

  
  

  
 

 
 

 

[1
-1

-2
] 

○
管

理
権

原
が

分
か

れ
て

い
る

か
ど

う
か

に
関

わ
ら

ず
、

建
物

全

体
（敷

地
を

含
む

）を
対

象
と

し
た

一
体

と
な

っ
た

計
画

と
し

て
作

成
し

、
管

理
権

原
が

分
か

れ
て

い
る

場
合

に
は

そ
の

後
個

別
の

管
理

権
原

毎
に

そ
の

役
割

・権
原

に
応

じ
て

個
別

の
計

画
を

作

成
す

る
。

 

○
従

業
員

・利
用

者
全

て
を

含
め

、
在

館
者

全
て

を
対

象
と

し
て

計

画
を

作
成

す
る

。
 

 
 

 

管
理

権
原

の
範

囲
 

[1
-1

-3
] 

○
管

理
権

原
が

分
か

れ
て

い
る

場
合

、
そ

の
権

原
・責

任
の

範
囲

を
明

確
に

記
載

す
る

（平
常

時
の

管
理

区
分

が
明

確
で

な
い

場

合
や

空
間

的
な

重
複

が
あ

る
よ

う
な

場
合

に
も

防
火

・防
災

管
理

上
の

空
白

が
生

じ
な

い
よ

う
に

防
火

・防
災

管
理

責
任

の
範

囲
を

明
確

化
す

る
）。

 

○
指

定
管

理
者

制
度

、
不

動
産

信
託

制
度

、
Ｐ

Ｆ
Ｉ、

Ｓ
Ｐ

Ｃ
の

よ
う

な

管
理

形
態

で
の

管
理

責
任

関
係

の
明

確
化

に
つ

い
て

記
載

す

る
。

 

○
防

火
・防

災
管

理
者

の
一

部
委

託
（一

括
選

任
）を

行
う

場
合

の

権
原

委
任

や
管

理
責

任
関

係
の

明
確

化
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
管

理
責

任
状

況
の

定
期

的
な

把
握

手
段

、
変

更
時

の
計

画
変

更

手
段

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

災
害

想
定

及
び

P
D
C

A
サ

イ
ク

ル
（計

画
の

見
直

し
を

着
実

に

実
施

す
る

た
め

の
手

順
等

） 

[1
-1

-4
] 

○
 

地
震

発
生

時
に

お
け

る
被

害
の

想
定

の
実

施
及

び
当

該

想
定

被
害

に
対

応
し

た
対

策
の

具
体

的
な

内
容

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
定

期
的

な
検

討
、

訓
練

に
よ

る
検

証
等

を
踏

ま
え

た
継

続
的

な
計

画
の

見
直

し
・改

善
を

着
実

に
実

施
す

る
た

め
の

組
織

、
手

順
を

明
確

に
記

載
す

る
。

 

○
 

消
防

計
画

を
見

直
す

た
め

の
組

織
（防

火
・防

災
管

理
委

員

会
、

共
同

防
火

・防
災

管
理

に
お

け
る

協
議

会
）・

手
順

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
少

な
く
と

も
震

度
６

強
程

度
の

地
震

の
発

生
を

想
定

し
て

、
具

体

的
な

被
害

の
態

様
及

び
そ

れ
に

対
応

し
た

対
応

策
の

考
え

方
及

び
消

防
計

画
反

映
の

ポ
イ

ン
ト

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
消

防
計

画
の

記
載

事
項

の
変

更
が

生
じ

た
場

合
に

は
見

直
し

を

行
う

こ
と

を
記

載
す

る
。

 

○
消

防
計

画
を

定
期

的
に

検
討

・見
直

し
を

行
う

こ
と

を
明

確
に

記

載
す

る
。

 

○
自

衛
消

防
訓

練
の

実
施

結
果

に
よ

り
必

要
な

見
直

し
を

行
い

、
消

防
計

画
に

反
映

さ
せ

る
こ

と
を

記
載

す
る

。
 

○
訓

練
の

検
証

結
果

の
他

に
も

見
直

し
を

行
う

事
由

 

例
：人

事
異

動
、

事
業

所
の

組
織

変
更

、
防

火
対

象
物

の
変

更
、

類
似

し
た

防
火

対
象

物
か

ら
の

火
災

事
例

が
発

生
し

た
場

合
等

新
規

・
拡

充
 

従
前

内
容

 



（
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消
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成
）
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防

火
・防

災
管

理
者

及

び
そ

の
権

限
、

業
務

、

防
火

・防
災

管
理

組
織

 

[1
-2

-1
] 

○
防

火
・防

災
管

理
者

が
誰

で
あ

る
か

を
明

確
に

す
る

。
 

○
管

理
権

原
が

分
か

れ
て

い
る

場
合

に
統

括
防

火
・防

災
管

理
者

と
の

関
係

に
つ

い
て

明
確

に
す

る
。

 

○
防

火
・防

災
管

理
者

の
委

託
を

行
っ

て
い

る
場

合
に

そ
の

委
託

関
係

及
び

そ
の

手
続

き
を

明
確

に
す

る
。

 

○
防

火
・防

災
管

理
者

に
防

火
・防

災
管

理
業

務
上

与
え

ら
れ

て
い

る
権

限
と

行
う

べ
き

業
務

を
明

確
に

す
る

。
 

○
防

火
・防

災
管

理
者

を
補

完
す

る
組

織
（防

火
・防

災
管

理
委

員

会
等

）の
構

成
（管

理
権

原
者

、
防

火
・防

災
管

理
者

、
自

衛
消

防

組
織

の
統

括
管

理
者

、
地

区
隊

長
等

）、
開

催
方

法
（時

期
）、

審

議
内

容
に

つ
い

て
具

体
化

す
る

 

○
共

同
防

火
・防

災
管

理
に

お
け

る
統

括
防

火
・防

災
管

理
者

と

個
々

の
防

火
・防

災
管

理
者

と
の

連
絡

調
整

、
指

示
命

令
、

報
告

等
の

関
係

に
つ

い
て

、
協

議
事

項
で

定
め

、
全

体
の

消
防

計
画

及
び

個
々

の
消

防
計

画
に

お
い

て
明

確
に

記
載

す
る

。
 

 
 

予
防

的
事

項
 

[2
] 

共
通

的
事

項
 

[2
-1

] 

予
防

的
活

動
に

係
る

組
織

体
制

 

[2
-1

-1
] 

○
防

火
・防

災
担

当
責

任
者

、
火

元
責

任
者

に
つ

い
て

、
そ

の
任

に

あ
た

る
者

、
責

任
区

分
、

業
務

内
容

を
明

確
化

す
る

。
 

 
 

自
主

チ
ェ

ッ
ク

に
係

る

組
織

体
制

 

[2
-1

-2
] 

○
防

火
・防

災
管

理
者

（及
び

そ
の

組
織

）に
よ

る
自

主
チ

ェ
ッ

ク
の

方
法

、
実

施
計

画
に

つ
い

て
具

体
化

す
る

。
 

○
法

８
条

の
２

の
２

に
よ

る
防

火
対

象
物

定
期

点
検

報
告

、
法

36
条

で
準

用
さ

れ
る

法
８

条
の

２
の

２
の

防
災

管
理

点
検

報
告

の
対

象

と
な

っ
て

い
る

場
合

、
そ

の
実

施
方

法
等

に
つ

い
て

具
体

化
す

る
。

 

○
消

防
用

設
備

等
の

定
期

点
検

報
告

の
実

施
方

法
等

に
つ

い
て

具

体
化

す
る

。
 

○
そ

の
他

防
火

安
全

に
係

る
点

検
等

チ
ェ

ッ
ク

体
制

に
つ

い
て

具

体
化

す
る

（連
動

シ
ャ

ッ
タ

ー
の

動
作

点
検

等
）。

 

防
火

・防
災

管
理

者
等

に
関

す
る

事
項

 

[1
-2

] 

 
 

記
録

に
係

る
事

項
  

  
 

[2
-1

-3
] 

○
防

火
・防

災
管

理
上

必
要

な
書

類
等

に
つ

い
て

編
冊

し
た

防
火

・

防
災

管
理

維
持

台
帳

を
作

成
し

整
備

し
保

管
す

る
こ

と
を

具
体

化

し
て

お
く
（具

体
的

書
類

名
、

管
理

責
任

、
管

理
場

所
等

）。
 

共
通

的
事

項
 

[2
-1

] 

 
 

休
日

・夜
間

等
の

対
応

に
係

る
事

項
 

[2
-1

-4
] 

○
終

日
の

利
用

状
況

を
確

認
し

、
防

火
・防

災
管

理
体

制
の

空
白

が

な
い

よ
う

に
す

る
。

 
 

 
 

工
事

中
の

安
全

対
策

に
係

る
事

項
 

[2
-1

-5
] 

○
建

物
の

一
部

が
工

事
等

を
し

て
い

る
場

合
の

防
火

・防
災

管
理

体
制

に
つ

い
て

明
確

化
し

て
お

く
（工

事
中

の
消

防
計

画
の

作
成

等
）。

 

 

 
 

定
員

管
理

に
係

る
事

項
 

[2
-1

-6
] 

○
在

館
者

の
状

況
に

つ
い

て
常

時
確

認
し

、
必

要
に

応
じ

て
制

限
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

、
そ

の
責

任
主

体
・実

施
方

法
を

明
確

化
し

て

お
く
。

 

 

 
 

火
災

に
特

有
の

内
容

 

[2
-2

] 

火
気

管
理

等
出

火
防

止
対

策
 

[2
-2

-1
] 

○
火

気
使

用
設

備
の

管
理

、
喫

煙
制

限
等

火
気

使
用

の
制

限
に

つ

い
て

明
確

化
す

る
。

 

○
臨

時
の

火
気

使
用

に
必

要
な

手
続

き
・安

全
措

置
等

に
つ

い
て

明
確

化
す

る
。

 

 

 
 

危
険

物
等

の
管

理
 

[2
-2

-2
] 

○
危

険
物

等
の

貯
蔵

取
り

扱
い

、
種

類
・数

量
変

更
に

必
要

な
手

続

き
・安

全
措

置
に

つ
い

て
明

確
化

す
る

。
 

 
 

 

避
難

施
設

・防
火

上
の

構
造

等
の

管
理

 

[2
-2

-3
] 

○
避

難
施

設
・防

火
設

備
等

の
管

理
に

つ
い

て
そ

の
責

任
者

・範

囲
・管

理
方

法
等

に
つ

い
て

明
確

化
す

る
。
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地
震

に
特

有
の

内
容

 

[2
-3

] 

建
物

等
の

耐
震

診
断

等
 

[2
-3

-1
] 

○
地

震
発

生
時

の
建

築
物

・設
備

の
安

全
性

を
確

認
す

る
た

め
の

耐
震

診
断

の
実

施
そ

の
他

必
要

な
措

置
を

行
う

こ
と

等
を

記
載

す

る
。

 

○
災

害
想

定
・目

標
設

定
に

応
じ

た
安

全
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ

と
を

確
認

す
る

（想
定

し
て

い
る

地
震

の
レ

ベ
ル

と
建

物
強

度
等

に
極

度
の

不
整

合
等

が
な

い
か

。
）。

 

○
平

時
に

お
い

て
建

築
物

・設
備

の
地

震
に

対
す

る
安

全
性

を
確

認
す

る
た

め
の

措
置

を
行

う
こ

と
を

記
載

す
る

。
 

○
一

定
規

模
の

建
築

物
は

耐
震

改
修

促
進

法
に

よ
り

耐
震

診
断

の

実
施

等
の

努
力

義
務

が
課

せ
ら

れ
て

い
る

。
 

 

収
容

物
等

の
転

倒
・移

動
・落

下
防

止
 

[2
-3

-2
] 

○
収

容
物

等
の

転
倒

・移
動

防
止

、
落

下
の

お
そ

れ
の

あ
る

物
品

等
へ

の
対

応
の

実
施

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
収

容
物

等
の

転
倒

・移
動

防
止

の
実

施
に

関
し

、
責

任
主

体
、

実

施
方

策
、

維
持

点
検

方
策

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
落

下
の

お
そ

れ
の

あ
る

物
品

等
へ

の
対

応
に

関
し

、
責

任
主

体
、

実
施

方
策

、
維

持
点

検
方

策
に

つ
い

て
記

載
す

る
 

○
収

容
物

等
に

つ
い

て
一

定
の

転
倒

・移
動

防
止

、
落

下
防

止
の

措
置

が
実

施
さ

れ
て

い
な

い
場

合
、

災
害

応
急

活
動

に
多

く
の

障

害
が

発
生

し
、

そ
れ

に
対

応
す

る
た

め
の

安
全

防
護

班
等

の
業

務
が

非
常

に
大

き
く
な

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
。

 

○
「家

具
類

の
転

倒
・落

下
防

止
対

策
推

進
委

員
会

に
お

け
る

検

討
結

果
に

つ
い

て
」（

東
京

消
防

庁
）、

「オ
フ

ィ
ス

家
具

・家
電

製

品
の

転
倒

・落
下

防
止

対
策

に
関

す
る

調
査

研
究

委
員

会
に

お

け
る

検
討

結
果

に
つ

い
て

」（
東

京
消

防
庁

）が
参

考
と

な
る

。
 

地
域

防
災

計
画

と
の

調
整

 

[2
-3

-3
] 

○
 

消
防

計
画

の
作

成
・見

直
し

の
際

の
、

火
災

時
の

消
防

計
画

、

地
域

防
災

計
画

、
そ

の
他

災
害

時
の

業
務

計
画

等
と

の
関

係
の

整
理

・調
整

の
た

め
の

組
織

体
制

、
整

理
・調

整
の

考
え

方
を

記

載
す

る
。

 

(例
)当

該
建

物
が

広
域

避
難

場
所

、
災

害
医

療
拠

点
と

な
っ

て
い

た

り
、

指
定

公
共

機
関

と
し

て
の

活
動

等
を

行
う

場
合

、
当

該
活

動

に
つ

い
て

の
地

域
防

災
計

画
・防

災
業

務
計

画
等

に
お

け
る

活

動
内

容
と

消
防

計
画

の
内

容
が

整
合

し
て

い
る

か
ど

う
か

計
画

作
成

時
及

び
定

期
に

見
直

し
を

行
う

こ
と

を
記

載
す

る
。

 

 
 

地
震

の
対

応
に

特
有

の
設

備
等

の
設

置
、

物
資

の
確

保
 

[2
-3

-4
] 

○
地

震
災

害
時

に
低

限
必

要
な

物
資

等
（自

衛
消

防
組

織
が

使

用
す

る
資

機
材

、
消

耗
品

、
食

料
等

の
物

資
）に

つ
い

て
、

平
時

か
ら

確
保

し
て

お
く
べ

き
数

量
等

（活
動

計
画

等
か

ら
算

定
す

る
）

及
び

点
検

交
換

等
が

き
ち

ん
と

行
わ

れ
る

よ
う

に
チ

ェ
ッ

ク
体

制

や
更

新
期

限
等

を
記

載
す

る
。

 

★
緊

急
地

震
速

報
を

活
用

す
る

場
合

の
機

器
の

導
入

や
維

持
管

理

体
制

そ
の

他
必

要
な

事
前

準
備

等
に

つ
い

て
明

確
に

記
載

す

る
。

 

（例
）物

資
等

の
管

理
者

を
定

め
、

管
理

記
録

を
作

成
す

る
。

 
 

応
急

対
策

的

事
項

 

[3
] 

共
通

的
事

項
 

[3
-1

] 

自
衛

消
防

組
織

の
編

成
 

[3
-1

-1
] 

○
自

衛
消

防
組

織
の

編
成

及
び

人
員

の
構

成
を

具
体

的
に

記
載

す

る
。

 

主
要

な
編

成
に

つ
い

て
そ

の
基

本
的

な
ル

ー
ル

及
び

編
成

例
と

し
は

、
別

冊
３

参
照

。
 

 

（例
） 

 
本

部
隊

の
基

本
編

成
 

 
 

地
区

隊
の

基
本

編
成

 

 
統

括
管

理
者

－
指

揮
班

 
 

 
 

地
区

隊
長

－
情

報
収

集
・連

絡
班

 
情

報
収

集
・連

絡
班

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

火
班

 

 
 

 
 

 
 

 
 

消
火

班
 

 
 

 
 

 
 

 
 

避
難

誘
導

班
 

 
 

 
 

 
 

 
 

避
難

誘
導

班
 

 
 

 
 

 
安

全
防

護
班

 

 
 

 
 

 
 

 
 

安
全

防
護

班
 

 
 

 
 

 
応

急
救

護
班

 

 
 

 
 

 
 

 
 

応
急

救
護

班
 

 
 

 
 

 
重

要
物

搬
出

班
 

○
本

部
隊

・地
区

隊
別

に
体

制
・任

務
を

明
確

化
す

る
。

 

○
自

衛
消

防
組

織
の

統
括

管
理

者
、

地
区

隊
長

の
権

限
及

び
任

務

を
明

確
に

記
載

す
る

。
 

○
必

要
な

人
的

体
制

に
つ

い
て

、
災

害
想

定
・目

標
設

定
に

よ
り

導

き
出

さ
れ

る
規

模
・能

力
（１

．
（３

）③
に

よ
る

）が
確

保
さ

れ
る

よ

う
に

す
る

。
（別

冊
２

） 

○
 

複
数

の
管

理
権

原
者

に
分

か
れ

て
い

る
防

火
対

象
物

の

場
合

は
、

全
体

と
し

て
の

自
衛

消
防

組
織

の
編

成
及

び
人

員
、

共
同

し
て

設
置

す
る

自
衛

消
防

組
織

に
関

す
る

協
議

会

○
本

部
隊

（統
括

本
部

隊
）は

１
隊

と
す

る
。

 

・ 
本

部
隊

に
自

衛
消

防
組

織
の

統
括

管
理

者
を

お
く
。

 

・ 
自

衛
消

防
組

織
の

統
括

管
理

者
は

、
指

揮
、

命
令

、
監

督
等

の

一
切

の
権

限
を

有
す

る
こ

と
を

明
確

に
定

め
る

。
 

・ 
自

衛
消

防
組

織
の

統
括

管
理

者
の

不
在

時
の

代
行

者
を

定
め

て

お
く
。

 

・ 
地

区
隊

長
か

ら
自

衛
消

防
組

織
の

統
括

管
理

者
（本

部
隊

）へ
の

報
告

・連
絡

を
明

記
し

て
お

く
。

 

・ 
本

部
隊

は
当

該
建

物
内

の
全

て
の

場
所

か
ら

火
災

等
の

災
害

が

発
生

し
た

と
き

は
、

地
区

隊
に

対
し

て
強

力
な

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
を

取
り

、
あ

ら
ゆ

る
災

害
の

初
動

対
応

及
び

全
体

の
統

制
を

行
う

も

の
と

す
る

。
火

災
等

の
災

害
へ

の
初

動
対

応
を

行
う

と
と

も
に

、

地
区

隊
が

活
動

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

も
こ

れ
に

協
力

し
、

指

揮
、

統
制

を
行

い
、

他
の

地
区

隊
に

対
し

て
支

援
を

要
請

し
活

動

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

○
地

区
隊

は
階

・区
画

・主
要

な
権

原
ご

と
に

設
け

る
。

（同
一

階
・

同
一

区
画

で
複

数
管

理
権

原
の

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
規

模
・

人
員

な
ど

の
実

状
に

応
じ

て
編

成
す

る
こ

と
も

あ
る

し
、

複
数

階
・

区
画

で
も

管
理

が
一

体
と

な
っ

て
い

る
と

き
は

同
一

の
地

区
隊

と

し
て

よ
い

。
） 

・ 
地

区
隊

に
地

区
隊

を
統

括
す

る
地

区
隊

長
を

お
く
。

 

○
本

部
隊

の
行

う
主

な
任

務
は

、
次

の
と

お
り

。
 

ア
．

自
衛

消
防

活
動

の
指

揮
統

制
、

状
況

の
把

握
 

イ
．

消
防

機
関

へ
の

情
報

や
資

料
の

提
供

、
消

防
機

関
指

揮
本

部

と
の

連
絡

 

ウ
．

在
館

者
に

対
す

る
指

示
 

エ
．

関
係

機
関

や
関

係
者

へ
の

連
絡

 

オ
．

消
防

用
設

備
等

の
操

作
運

用
 

カ
．

避
難

状
況

の
把

握
 

キ
．

地
区

隊
へ

の
指

揮
や

指
示

 

ク
．

そ
の

他
必

要
な

事
項

 

○
複

数
管

理
権

原
に

分
か

れ
て

い
る

場
合

、
防

火
対

象
物

の
全

領

域
で

一
体

的
に

活
動

可
能

な
自

衛
消

防
体

制
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
、

こ
れ

を
全

体
の

消
防

計
画

及
び

管
理

権
原

毎
の

消
防

計
画

で
位

置
付

け
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

○
複

数
権

原
下

で
組

織
編

成
す

る
場

合
、

訓
練

が
重

要
と

な
る

。
 

・ 
訓

練
を

通
し

て
平

常
時

か
ら

連
絡

体
制

・意
志

決
定

体
制

を
確

立
さ

せ
る

。
 

○
編

成
上

の
工

夫
 

・ 
参

集
時

間
、

応
急

対
応

完
了

時
間

を
考

慮
し

て
自

衛
消

防
組

織

の
編

成
を

決
め

る
。

 

・ 
班

編
制

は
職

務
上

の
部

署
に

対
応

し
た

も
の

と
す

る
と

上
下

伝
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の
設

置
及

び
運

営
、

自
衛

消
防

組
織

の
統

括
管

理
者

の
選

任
方

法
、

自
衛

消
防

組
織

の
活

動
範

囲
そ

の
他

共
同

し
て

お
く
自

衛
消

防
組

織
の

運
営

に
関

し
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
大

き
な

用
途

グ
ル

ー
プ

（物
品

販
売

店
舗

と
事

務
所

等
）や

棟
・

区
画

の
区

分
毎

に
地

区
隊

を
編

成
 

・ 
地

区
隊

長
は

、
自

衛
消

防
組

織
の

統
括

管
理

者
の

命
を

受
け

、

担
当

地
区

隊
の

機
能

が
有

効
に

発
揮

で
き

る
よ

う
隊

を
編

成
す

る
。

 

・ 
地

区
隊

長
は

、
担

当
地

区
の

初
動

措
置

の
指

揮
体

制
を

図
る

と

と
も

に
自

衛
消

防
組

織
の

統
括

管
理

者
（本

部
隊

）へ
の

報
告

、

連
絡

を
密

に
す

る
。

 

・ 
自

ら
の

と
こ

ろ
だ

け
で

は
地

区
隊

編
成

が
出

来
な

い
小

規
模

管

理
権

限
の

場
合

、
隣

接
テ

ナ
ン

ト
と

合
同

の
地

区
隊

を
編

成
す

る
。

 

・ 
地

区
隊

は
、

各
班

（通
報

連
絡

班
、

消
火

班
、

避
難

誘
導

班
な

ど
）

で
編

成
さ

れ
る

。
各

班
に

は
そ

れ
ぞ

れ
統

括
者

（班
長

）を
置

く
。

 

○
複

数
管

理
権

原
の

防
火

対
象

物
に

お
い

て
は

、
各

管
理

権
原

毎

の
消

防
計

画
及

び
共

同
防

火
管

理
制

度
に

お
け

る
協

議
事

項
と

し
て

一
体

的
な

編
成

を
確

保
し

、
各

事
業

所
（各

管
理

権
原

者
）の

自
衛

消
防

組
織

は
、

建
物

全
体

に
お

け
る

地
区

隊
と

し
て

位
置

付

け
ら

れ
、

統
括

本
部

隊
の

指
揮

下
に

入
る

。
 

達
、

任
務

分
担

が
わ

か
り

や
す

く
人

事
異

動
に

も
対

応
し

や
す

い
。

 

・ 
災

害
の

長
期

化
に

備
え

て
交

代
要

員
を

確
保

し
て

お
く
こ

と
も

考

慮
す

る
。

交
代

制
勤

務
（シ

フ
ト

）を
導

入
し

て
い

る
と

こ
ろ

は
、

シ

フ
ト

表
を

活
用

で
き

る
。

 

 
 

各
班

の
任

務
 

[3
-1

-2
] 

○
各

班
の

任
務

内
容

・統
括

す
る

者
を

明
確

化
す

る
。

 

○
原

則
と

し
て

各
班

の
兼

任
は

出
来

な
い

が
、

例
え

ば
当

該
業

務

の
負

担
が

設
備

等
の

活
用

等
に

よ
り

非
常

に
少

な
い

場
合

（消

火
班

と
自

動
消

火
設

備
設

置
、

安
全

防
護

班
と

防
火

設
備

等
の

作
動

の
自

動
化

・遠
隔

化
、

搬
出

す
べ

き
重

要
物

品
が

な
い

等
）

に
は

、
基

本
的

な
活

動
場

所
が

同
一

の
場

合
に

限
り

兼
任

を
認

め
る

（例
：消

火
班

と
安

全
防

護
班

等
）。

 

 
 

○
地

区
隊

（各
班

）の
行

う
主

な
任

務
は

、
次

の
と

お
り

。
 

ア
．

通
報

連
絡

班
（１

班
あ

た
り

３
人

程
度

が
適

当
。

 

例
：被

害
状

況
確

認
２

人
、

連
絡

１
人

） 

・ 
被

害
状

況
の

把
握

、
情

報
収

集
及

び
伝

達
 

・ 
消

防
機

関
へ

の
通

報
及

び
防

災
セ

ン
タ

ー
等

指
定

場
所

へ
の

連

絡
 

・ 
地

区
隊

の
通

報
連

絡
班

は
、

災
害

発
生

場
所

、
状

況
等

を
本

部

隊
（防

災
セ

ン
タ

ー
）に

報
告

す
る

。
 

イ
．

初
期

消
火

班
（１

班
あ

た
り

２
人

以
上

が
適

当
。

目
安

：屋
内

消

火
栓

使
用

可
能

人
数

以
上

） 

・ 
消

火
器

、
屋

内
消

火
栓

を
活

用
し

て
の

消
火

活
動

 

・ 
班

数
は

被
害

想
定

に
基

づ
く
予

想
出

火
箇

所
数

以
上

。
予

防
的

取
り

組
み

に
よ

っ
て

予
想

出
火

箇
所

数
を

減
じ

る
こ

と
が

可
能

。
 

・ 
１

班
あ

た
り

の
担

当
可

能
な

面
積

の
検

討
が

必
要

。
自

動
消

火

設
備

の
寄

与
も

考
慮

す
る

。
 

ウ
．

避
難

誘
導

班
（避

難
誘

導
員

数
は

空
間

の
見

通
し

や
用

途
・構

造
・業

態
・利

用
者

層
に

応
じ

て
算

定
） 

・ 
メ

ガ
ホ

ン
、

携
帯

用
拡

声
器

等
を

活
用

し
て

の
在

館
者

へ
の

避

難
誘

導
 

・在
館

者
の

パ
ニ

ッ
ク

防
止

措
置

 
 

・避
難

状
況

の
確

認
及

び
本

部
隊

へ
の

報
告

 

・ 
避

難
器

具
の

設
定

 

・ 
パ

ニ
ッ

ク
が

起
こ

り
や

す
い

用
途

・構
造

の
場

合
、

パ
ニ

ッ
ク

防

止
用

説
明

要
員

が
必

要
。

 

・ 
放

送
設

備
が

使
用

可
能

な
場

合
、

誘
導

員
数

を
減

ず
る

こ
と

が

可
能

。
 

・ 
オ

フ
ィ
ス

ビ
ル

な
ど

誘
導

す
べ

き
人

員
が

少
な

い
場

合
は

、
誘

導

員
数

は
少

な
く
て

も
よ

い
た

め
、

建
物

内
人

員
数

だ
け

で
は

な
く
、

誘
導

す
べ

き
人

員
の

質
・層

も
考

慮
す

る
。

 

・ 
災

害
弱

者
等

の
多

い
用

途
（病

院
等

）の
場

合
、

搬
送

要
員

も
必

要
（目

安
：介

添
え

歩
行

可
の

場
合

、
１

人
に

つ
き

１
人

、
寝

た
き

り
の

場
合

１
人

に
つ

き
４

人
（担

架
使

用
））

 

・ 
安

全
区

域
ま

で
の

避
難

所
要

時
間

も
考

慮
す

る
。

 

エ
．

安
全

防
護

班
（１

班
あ

た
り

５
人

以
上

が
適

当
。

） 

 

応
急

対
策

的

事
項

 

[3
] 
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・ 
防

火
戸

、
防

火
ダ

ン
パ

ー
等

の
操

作
 

・ 
危

険
物

、
ガ

ス
、

火
気

使
用

設
備

等
に

対
す

る
応

急
防

護
措

置
 

・ 
倒

壊
危

険
箇

所
の

立
入

禁
止

措
置

 

・ 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

等
の

散
水

に
よ

る
水

損
の

防
止

措
置

 

・ 
活

動
上

支
障

と
な

る
物

件
の

除
去

 

・ 
班

数
は

、
要

救
出

箇
所

数
（エ

レ
ベ

ー
タ

ー
閉

じ
込

め
、

倒
壊

壁

な
ど

）が
考

え
ら

れ
る

。
 

・ 
救

出
後

の
救

護
体

制
と

の
兼

ね
合

い
が

生
じ

る
。

 

オ
．

応
急

救
護

班
 

・ 
救

出
及

び
負

傷
者

の
応

急
手

当
等

の
人

命
安

全
に

関
わ

る
措

置
 

カ
．

搬
出

班
（任

意
） 

・ 
重

要
書

類
及

び
物

件
の

搬
出

 

 
 

自
衛

消
防

組
織

の
運

用
体

制
 

[3
-1

-3
] 

○
昼

夜
・営

業
時

間
内

外
に

お
い

て
必

要
な

体
制

が
確

保
さ

れ
る

よ

う
に

平
常

時
の

体
制

、
非

常
時

の
対

応
に

つ
い

て
具

体
化

す
る

。

○
応

急
活

動
の

た
め

の
従

業
員

の
出

社
等

に
係

る
手

順
に

つ
い

て

記
載

す
る

。
 

(例
) 

勤
務

体
制

に
よ

り
従

業
員

が
交

替
又

は
大

幅
に

減
少

し
、

組

織
及

び
構

成
員

が
大

き
く
異

な
る

場
合

は
、

原
則

と
し

て
別

の
自

衛
消

防
組

織
を

編
成

す
る

。
 

・ 
営

業
時

間
 ＝

 平
常

時
と

し
て

、
被

害
想

定
及

び
対

応
可

能
な

組
織

編
成

を
基

本
と

す
る

。
 

 

・ 
館

内
人

員
数

大
の

時
間

帯
を

基
本

と
し

た
被

害
想

定
・自

衛

消
防

編
成

が
必

要
 

・ 
館

内
人

員
数

大
の

時
間

帯
で

は
な

く
、

客
（要

救
助

者
）と

従

業
員

（自
衛

消
防

組
織

の
構

成
員

）の
バ

ラ
ン

ス
上

、
自

衛
消

防

組
織

の
構

成
員

の
負

荷
が

も
厳

し
い

時
間

帯
を

基
本

と
す

る

考
え

方
も

あ
る

。
 

・ 
病

院
・ホ

テ
ル

等
の

入
院

ス
ペ

ー
ス

・宿
泊

ス
ペ

ー
ス

は
、

夜
間

・

休
日

で
も

人
員

減
と

は
な

ら
な

い
は

ず
。

対
象

物
ご

と
に

営
業

時

間
（建

物
内

に
人

が
い

る
時

間
帯

）を
考

慮
す

る
。

 

・ 
館

内
の

人
員

構
成

が
時

間
帯

ご
と

に
大

幅
に

変
わ

る
場

合
、

自

衛
消

防
組

織
の

編
成

は
原

則
と

し
て

時
間

帯
ご

と
に

そ
れ

ぞ
れ

対
応

可
能

な
別

編
成

と
す

る
。

 

 

応
急

対
策

的

事
項

 

[3
] 

自
衛

消
防

組
織

の
装

備
 

[3
-1

-4
] 

○
自

衛
消

防
組

織
の

有
す

る
装

備
等

の
種

類
・数

量
を

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
装

備
等

の
維

持
管

理
体

制
を

明
確

に
す

る
。

 

○
自

衛
消

防
組

織
の

有
す

る
装

備
等

の
保

管
場

所
、

種
類

・数
量

を

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

・ 
「自

衛
消

防
組

織
装

備
品

リ
ス

ト
（参

考
例

）」
参

照
 

・ 
必

要
数

は
対

応
事

項
・隊

数
・人

員
数

に
よ

る
。

 
 

・ 
「被

害
想

定
」及

び
「応

急
活

動
の

内
容

」参
照

 

○
装

備
等

の
維

持
管

理
体

制
を

明
確

に
記

載
す

る
。

 

(例
) 

管
理

責
任

者
を

定
め

、
定

期
的

な
点

検
の

結
果

を
整

備
記

録

に
記

載
す

る
。

 

 

 
 

指
揮

命
令

体
系

 

[3
-1

-5
] 

○
緊

急
時

の
指

揮
命

令
体

系
（防

災
セ

ン
タ

ー
・自

衛
消

防
本

部
の

設
置

、
構

成
員

、
権

限
等

）に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
防

災
セ

ン
タ

ー
の

位
置

付
け

、
体

制
、

指
揮

管
理

体
制

に
つ

い
て

明
確

化
す

る
。

 

○
活

動
を

開
始

す
る

タ
イ

ミ
ン

グ
を

明
確

化
す

る
。

 

○
消

防
機

関
と

の
関

係
を

明
確

化
す

る
。

 

○
緊

急
時

の
指

揮
命

令
体

系
（防

災
セ

ン
タ

ー
・自

衛
消

防
本

部
の

設
置

、
構

成
員

、
権

限
等

）に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

(例
) 

自
衛

消
防

本
部

は
、

管
理

権
原

者
（又

は
指

定
さ

れ
た

者
）の

判
断

に
よ

り
設

置
す

る
。

自
衛

消
防

組
織

の
統

括
管

理
者

が
不

在
と

な
る

場
合

に
備

え
て

複
数

の
代

行
者

を
定

め
、

自
衛

消
防

活

動
に

必
要

な
権

限
を

付
与

す
る

と
と

も
に

、
代

行
の

優
先

順
位

を

定
め

る
。

 

○
活

動
を

開
始

す
る

時
期

（タ
イ

ミ
ン

グ
）を

明
確

化
し

記
載

す
る

。

(例
) 

自
衛

消
防

本
部

は
、

自
衛

消
防

組
織

の
統

括
管

理
者

の
判

断
に

よ
り

活
動

を
開

始
す

る
。

 

○
自

衛
消

防
組

織
の

業
務

の
一

部
を

委
託

し
て

い
る

場
合

の
指

揮

命
令

系
統

を
明

確
に

記
載

す
る

。
 

・ 
防

災
セ

ン
タ

ー
は

、
災

害
確

認
後

、
消

防
機

関
へ

通
報

す
る

と

と
も

に
、

自
衛

消
防

組
織

の
統

括
管

理
者

に
報

告
し

、
放

送
設

備
に

よ
り

必
要

に
応

じ
館

内
周

知
す

る
。

・発
災

後
も

定
期

的
に

被
害

状
況

を
確

認
す

る
な

ど
、

情
報

収
集

活
動

に
従

事
す

る
必

要
あ

り
。

・臨
海

地
域

で
は

津
波

情
報

も
考

慮
し

、
必

要
に

応
じ

周
知

す
る

。
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○
消

防
機

関
の

到
着

後
に

は
、

被
災

情
報

の
引

き
継

ぎ
、

消
防

機

関
の

指
揮

下
で

の
協

力
を

行
う

。
 

 
 

火
災

に
特

有
の

内
容

 

[3
-2

] 

火
災

発
見

時
の

措
置

 

[3
-2

-1
] 

○
火

災
発

見
時

の
活

動
要

領
を

具
体

的
に

記
載

す
る

(発
見

手
段

・

手
順

）。
 

 
 

 
 

 
 

通
報

連
絡

 

[3
-2

-2
] 

○
消

防
機

関
や

関
係

機
関

と
の

通
報

連
絡

の
活

動
要

領
を

具
体

的

に
記

載
す

る
。

 

★
マ

ス
コ

ミ
等

に
対

し
て

広
報

対
応

を
行

う
場

合
の

体
制

等
を

盛
り

込
む

。
 

 
 

 
 

 
 

消
火

活
動

 

[3
-2

-3
] 

○
消

火
活

動
の

活
動

要
領

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 
 

 
 

 

 
 

避
難

誘
導

 

［3
-2

-4
] 

○
避

難
難

誘
導

の
活

動
要

領
を

具
体

的
に

記
載

す
る

。
 

○
当

該
該

建
物

の
特

徴
に

応
じ

た
避

難
コ

ン
セ

プ
ト
を

明
確

に
記

載

す
る

（水
平

避
難

の
可

否
、

全
館

避
難

・部
分

避
難

の
選

択
、

避

難
方

向
の

選
択

）。
 

○
災

害
時

要
援

護
者

へ
の

対
応

に
つ

い
て

具
体

化
す

る
。

 

○
Ｅ

Ｖ
の

使
用

制
限

及
び

そ
の

管
理

方
法

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

○
聴

覚
障

害
者

、
外

国
人

等
へ

の
情

報
伝

達
方

法
等

に
つ

い
て

記

載
す

る
。

 

○
自

力
避

難
困

難
者

の
避

難
行

動
支

援
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

 

○
災

害
時

要
援

護
者

へ
の

対
応

に
つ

い
て

は
、

事
前

に
計

画
し

て

お
く
こ

と
に

加
え

て
、

当
該

対
応

に
つ

い
て

当
該

災
害

時
要

援
者

に

対
し

て
事

前
に

情
報

提
供

を
行

う
こ

と
に

も
留

意
が

必
要

で
あ

る

（掲
示

、
案

内
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
へ

の
記

載
等

） 

 
 

安
全

防
護

措
置

 

[3
-2

-5
] 

○
安

全
防

護
措

置
（防

火
戸

・シ
ャ

ッ
タ

ー
、

排
煙

口
等

の
操

作
、

危

険
物

・漏
洩

ガ
ス

等
の

応
急

防
護

措
置

、
活

動
上

支
障

と
な

る
物

件
等

の
除

去
等

）の
活

動
要

領
を

具
体

的
に

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

救
出

救
護

 

[3
-2

-6
] 

○
救

出
救

護
（逃

げ
遅

れ
者

の
救

出
、

負
傷

者
の

救
護

等
）の

活
動

要
領

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

消
防

機
関

へ
の

情
報

提
供

・案
内

 

[3
-2

-7
] 

○
現

着
す

る
消

防
機

関
へ

の
情

報
提

供
や

案
内

の
活

動
要

領
を

具

体
的

に
記

載
す

る
。

 

○
消

防
機

関
と

自
衛

消
防

組
織

と
の

指
揮

調
整

方
法

、
消

防
機

関

指
揮

本
部

の
設

置
場

所
（防

災
セ

ン
タ

ー
等

）を
記

載
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

地
震

に
特

有
の

内
容

 

[3
-3

] 

発
生

時
の

初
期

対
応

 

[3
-3

-1
] 

○
関

係
者

・関
係

機
関

へ
の

連
絡

手
段

・連
絡

手
順

を
明

確
化

す

る
。

 

○
危

険
場

所
か

ら
の

待
避

、
パ

ニ
ッ

ク
防

止
の

た
め

の
放

送
、

出
火

防
止

措
置

、
自

衛
消

防
組

織
の

活
動

開
始

等
の

手
順

を
記

載
す

る
。

 

 

○
地

震
発

生
時

に
お

い
て

は
、

ま
ず

身
の

安
全

を
確

保
す

る
こ

と
を

優
先

す
る

。
 

○
揺

れ
が

お
さ

ま
っ

た
後

、
早

い
時

期
に

安
心

情
報

を
館

内
一

斉

放
送

し
、

在
館

者
の

不
安

感
を

取
り

除
く
よ

う
に

す
る

。
ま

た
、

逐

次
情

報
提

供
す

る
こ

と
を

告
げ

て
、

む
や

み
に

動
き

回
ら

な
い

よ

う
周

知
す

る
。

 

○
負

傷
者

情
報

の
通

報
願

い
を

告
げ

て
、

在
館

者
か

ら
の

情
報

収

集
も

開
始

す
る

。
 

地
震

発
生

！
グ

ラ
っ

と
き

た
ら

 

①
落

ち
着

い
て

、
自

分
の

身
を

守
る

。
 

②
す

ば
や

く
火

の
始

末
を

行
う

。
ガ

ス
器

具
栓

ま
た

は
元

栓
を

閉

め
て

火
を

消
す

。
 

③
ド

ア
を

開
け

、
避

難
路

を
確

保
す

る
。

 

揺
れ

が
お

さ
ま

っ
た

ら
 

①
火

元
の

確
認

（早
め

に
ガ

ス
の

元
栓

を
閉

め
、

電
気

の
ス

イ
ッ

チ
・ブ

レ
ー

カ
ー

を
切

る
） 

②
火

災
が

発
生

し
た

ら
初

期
消

火
を

行
う

。
 

③
家

族
の

安
全

確
認

を
行

う
。

 

④
ラ

ジ
オ

な
ど

で
情

報
を

確
認

す
る

。
 

応
急

対
策

的

事
項

 

[3
] 

 
 

緊
急

地
震

速
報

の
活

用
［3

-3
-2

］ 

★
緊

急
地

震
速

報
を

活
用

し
て

い
る

場
合

に
は

そ
の

対
応

を
具

体

的
に

記
載

す
る

（短
時

間
で

あ
り

明
確

な
手

順
化

・シ
ー

ケ
ン

ス

化
が

必
要

）。
 

○
緊

急
地

震
速

報
の

受
信

等
を

行
う

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

記
載

す

る
。

 

○
発

報
基

準
、

速
報

内
容

等
を

記
載

す
る

。
 

・ 
地

震
波

が
２

点
以

上
の

地
震

計
で

観
測

さ
れ

、
大

震
度

が
５

弱
以

上
と

推
定

さ
れ

る
場

合
 

・ 
原

則
と

し
て

１
つ

の
地

震
に

対
し

、
１

回
だ

け
発

表
（先

行
提

供
で

は
、

１
つ

の
地

震
に

対
し

、
複

数
回

発
表

） 

・ 
地

震
発

生
時

刻
、

地
震

の
震

央
、

震
度

５
弱

以
上

が
推

定
さ

れ
る

・ 
「緊

急
地

震
速

報
の

利
活

用
の

手
引

き
（施

設
管

理
者

用
）

ve
r.1

.0
」（

気
象

庁
）等

を
参

考
と

す
る

。
 

○
緊

急
地

震
速

報
を

活
用

し
た

対
応

行
動

 

①
 ま

ず
、

身
の

安
全

確
保

の
た

め
の

行
動

を
と

る
よ

う
指

示
す

る
。

 

・ 
寄

り
の

机
の

下
に

潜
り

、
揺

れ
に

備
え

る
姿

勢
を

と
る

。
 

・ 
照

明
の

落
下

や
収

容
物

の
転

倒
等

に
よ

る
危

険
が

な
い

場
所

で
ひ

ざ
ま

ず
き

揺
れ

が
お

さ
ま

る
の

を
待

つ
。
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地
域

及
び

震
度

４
が

推
定

さ
れ

る
地

域
 

・ 
「強

い
揺

れ
の

お
そ

れ
が

あ
る

地
域

」と
し

て
発

表
し

、
具

体
的

な

推
定

震
度

は
発

表
し

な
い

 

・ 
猶

予
時

間
は

発
表

し
な

い
 

○
職

員
等

の
対

応
に

つ
い

て
、

自
ら

と
る

べ
き

行
動

と
来

客
者

等
に

対
し

て
と

る
行

動
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
適

切
な

情
報

提
供

等
に

よ
る

パ
ニ

ッ
ク

の
防

止
に

つ
い

て
記

載

す
る

。
 

○
訓

練
方

法
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
施

設
内

に
お

け
る

平
常

時
の

周
知

の
方

法
、

従
業

員
へ

の
教

育

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

※
一

般
的

な
例

と
し

て
は

、
上

記
の

よ
う

な
項

目
が

考
え

ら
れ

る

が
、

実
際

の
緊

急
地

震
速

報
の

利
活

用
に

当
た

っ
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
利

用
者

の
業

務
に

よ
っ

て
固

有
の

検
討

が
必

要
と

な

る
。

（発
表

す
る

内
容

等
） 

・そ
の

場
で

火
を

消
せ

る
場

合
は

消
火

す
る

。
 

・火
元

か
ら

離
れ

て
い

る
場

合
は

、
無

理
し

て
消

火
し

な
い

。
 

②
揺

れ
が

お
さ

ま
っ

た
段

階
で

、
次

の
対

応
行

動
を

指
示

す
る

。
 

・ 
あ

わ
て

て
出

口
や

階
段

に
殺

到
し

な
い

よ
う

周
知

す
る

。
 

○
緊

急
地

震
速

報
に

よ
り

、
地

震
発

生
ま

で
に

時
間

が
あ

る
場

合

は
、

避
難

情
報

・安
心

情
報

を
在

館
者

へ
発

信
す

る
 

・ 
近

く
に

在
館

者
が

い
る

場
合

は
、

声
を

か
け

る
な

ど
し

て
、

適
切

な
行

動
が

取
れ

る
よ

う
誘

導
す

る
。

 

※
具

体
的

な
活

用
を

計
画

し
て

い
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
防

災
セ

ン
タ

ー
等

で
テ

レ
ビ

等
に

よ
り

緊
急

地
震

速
報

の
情

報
を

把
握

す
る

こ
と

は
有

益
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

発
生

時
の

被
害

状
況

の
確

認
 

[3
-3

-3
] 

○
建

物
全

体
の

被
害

情
報

の
確

認
手

段
・情

報
収

集
手

順
に

つ
い

て
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 

○
必

要
情

報
の

整
理

・分
析

手
順

に
つ

い
て

具
体

的
に

記
載

す
る

。

○
被

害
の

内
容

、
程

度
に

応
じ

た
対

応
優

先
順

位
の

判
断

方
法

等

を
記

載
す

る
。

 

○
自

衛
消

防
組

織
の

統
括

管
理

者
は

、
各

地
区

隊
の

通
報

連
絡

班

か
ら

の
情

報
に

よ
り

、
被

害
情

報
を

確
認

す
る

。
 

○
自

衛
消

防
組

織
の

統
括

管
理

者
は

、
収

集
し

た
情

報
を

必
要

に

応
じ

て
隊

員
、

在
館

者
に

伝
達

す
る

。
 

○
優

先
し

て
収

集
す

べ
き

情
報

を
明

確
化

し
て

お
く
（負

傷
者

数
、

閉

じ
こ

め
者

数
、

火
災

等
２

次
災

害
の

有
無

、
構

造
等

損
壊

等
） 

○
活

用
す

る
機

器
等

に
つ

い
て

明
確

に
し

て
お

く
（総

合
操

作
盤

、

自
火

報
、

監
視

カ
メ

ラ
、

設
備

モ
ニ

タ
、

従
業

員
等

か
ら

の
速

報

等
） 

 

応
急

対
策

的

事
項

 

[3
] 

地
震

に
特

有
の

内
容

 

[3
-3

] 

救
出

救
護

 

[3
-3

-4
] 

 
 

○
落

下
物

、
転

倒
物

や
飛

散
ガ

ラ
ス

等
に

よ
る

救
出

救
護

に
つ

い

て
記

載
す

る
。

 

○
建

物
損

壊
等

に
よ

る
閉

じ
こ

め
救

助
等

の
資

機
材

、
活

動
要

領

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
救

護
場

所
の

設
置

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
応

急
救

護
班

の
行

う
応

急
手

当
、

医
療

機
関

へ
の

搬
送

方
法

等

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

・ 
建

物
の

下
敷

き
な

ど
の

事
故

と
同

時
に

火
災

が
発

生
し

た
場

合

は
、

原
則

と
し

て
火

勢
を

抑
え

て
か

ら
救

出
活

動
に

あ
た

り
ま

す
。

 

・ 
二

次
的

な
事

故
を

起
こ

さ
な

い
よ

う
に

注
意

し
な

が
ら

救
出

活
動

に
あ

た
り

ま
す

。
 

・ 
事

業
所

に
備

え
て

あ
る

防
災

資
機

材
の

ほ
か

、
必

要
に

応
じ

て

周
囲

の
備

蓄
資

機
材

や
建

築
、

土
木

等
の

技
術

者
・重

機
操

作

者
な

ど
の

応
援

を
求

め
る

こ
と

も
考

慮
す

る
。

 

・ 
救

助
が

必
要

な
場

合
は

、
生

存
率

が
高

い
時

間
内

で
の

迅
速

で

効
率

的
な

救
助

・救
急

活
動

が
も

重
要

に
な

り
、

公
設

消
防

の

迅
速

な
活

動
が

期
待

で
き

な
い

場
合

に
備

え
、

自
衛

消
防

組
織

に
よ

る
救

出
救

護
活

動
が

重
要

と
な

る
。

 

・ 
転

倒
家

具
に

挟
ま

れ
て

い
る

人
の

救
出

手
順

を
マ

ニ
ュ

ア
ル

化

し
て

お
く
。

 

・ 
バ

ー
ル

や
エ

ン
ジ

ン
カ

ッ
タ

ー
等

の
使

用
手

順
を

マ
ニ

ュ
ア

ル
化

し
て

お
く
。

 

○
救

出
活

動
の

ポ
イ

ン
ト
 

救
出

・救
護

班
の

ほ
か

、
状

況
に

応
じ

て
で

き
る

だ
け

周
囲

の
人

の
協

力
を

求
め

る
。

ま
た

、
必

要
と

認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
速

や
か

に
消

防
機

関
等

の
出

動
を

要
請

す
る

。
大

規
模

な
救

出
作

業
が

必
要

な
場

合
で

、
自

衛
消

防
組

織

が
保

有
す

る
資

機
材

で
は

十
分

で
は

な
い

と
き

は
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

備
蓄

資
機

材
の

活
用

や
周

辺
建

設
業

者
の

協
力

○
落

下
物

・転
倒

物
の

下
敷

き
に

な
っ

た
者

の
救

出
方

法
 

 

①
挟

ま
れ

て
い

る
人

に
声

を
掛

け
、

安
心

感
を

与
え

る
。

 
 

②
周

囲
の

人
に

声
を

か
け

応
援

を
求

め
る

。
 

 

③
挟

ま
っ

て
い

る
も

の
に

覆
い

か
ぶ

さ
っ

て
い

る
も

の
を

で
き

る
だ

け
除

去
す

る
。

 
 

④
て

こ
の

原
理

を
利

用
し

て
、

す
き

間
を

作
り

、
痛

み
を

和
ら

げ

る
。

 
 

 

・て
こ

の
支

点
と

し
て

使
用

す
る

物
は

、
角

材
な

ど
の

堅
く
安

定
性

の
あ

る
物

を
使

用
す

る
。

 
 

⑤
家

具
な

ど
の

一
部

を
破

壊
す

る
か

、
中

の
収

容
物

を
取

り
除

く

な
ど

し
て

重
量

を
軽

く
す

る
。

 
 

⑥
持

ち
上

げ
て

で
き

た
空

間
が

崩
れ

な
い

よ
う

に
、

空
間

に
角

材

な
ど

を
当

て
補

強
す

る
。

 
 

 
 

・補
強

に
使

う
角

材
は

、
太

さ
が

１
０

セ
ン

チ
メ

ー
ト
ル

以
上

で
亀

裂

が
入

っ
て

い
な

い
柱

な
ど

を
使

う
。

 
 

⑦
被

災
者

に
声

を
か

け
な

が
ら

行
い

、
不

用
意

に
引

き
ず

り
出

し

た
り

せ
ず

慎
重

に
行

う
。

 

○
扉

の
変

形
等

に
よ

る
居

室
へ

の
閉

じ
込

め
者

の
救

出
方

法
・機

材
は

事
前

に
取

扱
い

等
訓

練
を

受
け

た
者

が
使

用
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

○
倒

壊
し

た
建

物
の

下
敷

き
に

な
っ

た
者

の
救

出
方

法
 

 
建

物
や

へ
い

な
ど

の
下

敷
き

に
な

っ
た

者
が

い
た

場
合

に
は

大
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を
要

請
す

る
こ

と
も

考
慮

す
る

。
倒

壊
建

物
の

下
敷

き
に

な
っ

た

人
の

救
出

に
際

し
て

は
、

二
次

災
害

発
生

の
防

止
に

努
め

る
。

ま

た
、

同
時

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、

火
災

を
制

圧
し

つ
つ

救

出
活

動
に

あ
た

る
。

 
 

・ 
倒

壊
し

た
建

物
か

ら
の

救
出

手
順

を
マ

ニ
ュ

ア
ル

化
し

て
お

く
。

 

・ 
自

衛
消

防
組

織
の

構
成

員
の

知
識

・技
術

の
レ

ベ
ル

等
か

ら
対

応
可

能
な

応
急

救
護

活
動

の
範

囲
・内

容
を

定
め

マ
ニ

ュ
ア

ル
化

し
て

お
く
。

 

・ 
応

急
救

護
所

の
設

置
場

所
、

人
員

、
資

機
材

等
に

つ
い

て
定

め

る
。

 

・ 
必

要
な

場
合

の
緊

急
搬

送
に

つ
い

て
定

め
て

お
く
。

 

・ 
消

防
機

関
の

救
急

隊
が

迅
速

に
来

れ
な

い
場

合
の

搬
送

等
に

つ
い

て
定

め
て

お
く
。

 

声
で

周
辺

に
知

ら
せ

、
協

力
し

あ
っ

て
助

け
出

す
。

ま
た

、
救

出

が
難

し
い

場
合

は
直

ち
に

消
防

署
に

連
絡

を
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

①
挟

ま
れ

て
い

る
人

に
声

を
か

け
安

心
感

を
与

え
る

。
 

②
挟

ま
れ

て
い

る
人

の
人

数
を

確
認

す
る

。
 

③
周

囲
の

人
に

声
を

か
け

応
援

を
求

め
る

。
 

④
リ

ー
ダ

ー
を

決
め

、
手

順
を

確
認

し
な

が
ら

作
業

を
行

う
。

 

⑤
進

入
す

る
と

き
は

、
余

震
の

有
無

や
足

場
の

安
全

な
ど

を
確

か

め
、

二
次

災
害

が
起

こ
ら

な
い

よ
う

に
注

意
す

る
。

 

⑥
あ

ら
か

じ
め

、
手

で
取

り
除

け
る

物
を

す
ば

や
く
取

り
除

く
。

瓦
礫

や
土

砂
は

ス
コ

ッ
プ

を
使

っ
て

取
り

除
く
。

 

⑦
被

災
者

が
挟

ま
れ

て
い

る
場

所
の

状
況

を
確

認
し

、
作

業
の

妨

げ
と

な
る

部
分

を
の

こ
ぎ

り
や

バ
ー

ル
を

使
っ

て
取

り
除

く
。

梁

や
柱

は
切

断
箇

所
に

よ
っ

て
は

崩
れ

る
こ

と
が

あ
る

の
で

十
分

注
意

す
る

。
 

⑧
て

こ
の

原
理

を
利

用
し

て
、

す
き

間
を

作
り

、
痛

み
を

和
ら

げ

る
。

 

・ 
て

こ
の

支
点

と
し

て
使

用
す

る
物

は
、

角
材

な
ど

の
堅

く
安

定
性

が
あ

る
物

を
使

用
す

る
。

 

⑨
持

ち
上

げ
る

高
さ

は
、

救
出

に
必

要
な

ス
ペ

ー
ス

と
し

、
空

間
が

崩
れ

な
い

よ
う

に
空

間
に

角
材

な
ど

を
当

て
て

補
強

す
る

。
 

⑩
す

き
間

が
あ

れ
ば

、
て

こ
の

代
わ

り
に

自
動

車
用

ジ
ャ

ッ
キ

を

使
っ

て
持

ち
上

げ
る

。
 

・て
こ

に
使

う
角

材
は

、
太

さ
が

１
０

セ
ン

チ
メ

ー
ト
ル

以
上

で
亀

裂

が
入

っ
て

い
な

い
柱

な
ど

を
使

う
。

 

⑪
被

災
者

に
声

を
か

け
な

が
ら

行
い

、
不

用
意

に
引

き
ず

り
出

し

た
り

せ
ず

慎
重

に
行

う
。

 

応
急

対
策

的

事
項

 

[3
] 

地
震

に
特

有
の

内
容

 

[3
-3

] 

 
 

 
 

 
 

 
○

転
倒

や
飛

散
ガ

ラ
ス

等
に

よ
る

負
傷

者
の

応
急

救
護

方
法

 

家
具

等
の

転
倒

、
ガ

ラ
ス

や
落

下
物

に
よ

る
傷

や
骨

折
、

火
災

や
薬

品
に

よ
る

や
け

ど
な

ど
に

よ
り

負
傷

者
が

い
る

場
合

、
応

急
手

当
を

す
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

 

○
人

が
倒

れ
て

い
た

ら
（危

険
な

場
所

以
外

） 

①
倒

れ
て

い
る

場
所

が
安

全
か

ど
う

か
確

認
す

る
。

危
険

な
場

所

な
ら

ば
安

全
な

場
所

に
移

動
す

る
。

 

②
容

体
の

観
察

 

③
気

道
確

保
 

④
呼

吸
を

調
べ

る
。

 

⑤
呼

吸
が

な
け

れ
ば

人
工

呼
吸

を
開

始
す

る
。

 

⑥
意

識
は

な
い

が
十

分
な

呼
吸

を
し

て
い

る
場

合
に

は
、

嘔
吐

物

に
よ

る
窒

息
を

防
ぐ

た
め

、
傷

病
者

を
回

復
体

位
に

す
る

。
 

○
人

が
倒

れ
て

い
た

ら
（危

険
な

場
所

） 

①
倒

れ
て

い
る

場
所

が
安

全
か

ど
う

か
確

認
す

る
。

危
険

な
場

所

な
ら

ば
安

全
な

場
所

に
移

動
す

る
。

 

②
毛

布
と

棒
を

利
用

し
た

負
傷

者
の

搬
送

 

③
椅

子
を

使
っ

た
負

傷
者

の
搬

送
 

④
徒

手
に

よ
る

負
傷

者
の

搬
送

 

○
出

血
し

て
い

た
ら

 

（例
） 

直
接

圧
迫

止
血

法
 

①
出

血
部

分
を

清
潔

な
ガ

ー
ゼ

や
布

で
強

く
押

さ
え

る
。
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②
出

血
部

位
を

押
さ

え
る

ガ
ー

ゼ
や

布
は

清
潔

で
厚

み
が

あ
り

、

出
血

部
位

を
充

分
に

覆
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

を
使

う
。

 

間
接

圧
迫

止
血

法
 

動
脈

性
の

出
血

が
激

し
く
続

い
て

い
る

と
き

は
、

包
帯

や
ガ

ー
ゼ

を

準
備

す
る

間
に

手
で

止
血

点
を

圧
迫

す
る

。
 

止
血

帯
法

 

止
血

帯
法

は
、

手
足

の
動

脈
性

出
血

に
対

し
て

、
や

む
を

得
な

い

場
合

に
後

の
手

段
と

し
て

行
う

。
 

①
手

や
足

の
出

血
で

、
直

接
圧

迫
止

血
法

で
は

、
止

血
が

困
難

な

場
合

に
止

血
帯

を
用

い
て

止
血

す
る

。
部

位
は

、
上

腕
部

と
大

腿
部

に
限

ら
れ

る
。

 

②
止

血
帯

と
し

て
は

、
３

セ
ン

チ
メ

ー
ト
ル

以
上

の
幅

の
あ

る
三

角

巾
・包

帯
・ス

カ
ー

フ
な

ど
を

使
用

す
る

。
 

③
止

血
帯

は
、

傷
の

上
部

（心
臓

に
近

い
側

）で
し

か
も

傷
に

近
い

と
こ

ろ
で

締
め

る
。

 

④
止

血
帯

に
よ

る
止

血
を

３
０

分
以

上
続

け
る

場
合

は
、

３
０

分
毎

に
緊

縛
を

一
旦

緩
め

、
血

流
を

再
開

す
る

。
 

応
急

対
策

的

事
項

 

[3
] 

地
震

に
特

有
の

内
容

 

[3
-3

] 

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

停
止

等

へ
の

対
応

 

[3
-3

-5
] 

○
全

体
フ

ロ
ー

は
別

図
Ａ

参
照

 

○
E
V

会
社

と
の

連
絡

体
制

、
復

帰
対

応
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
E
V

会
社

の
安

全
確

認
ま

で
は

使
用

停
止

さ
せ

る
こ

と
を

記
載

す

る
。

 

○
E
V

停
止

を
想

定
し

た
被

災
状

況
の

確
認

や
現

場
駆

け
つ

け
の

方
法

を
記

載
す

る
。

 

○
閉

じ
込

め
者

が
発

生
し

た
場

合
の

救
出

方
法

に
つ

い
て

記
載

す

る
。

 

○
非

常
開

錠
キ

ー
の

使
用

方
法

・救
出

手
順

（正
常

な
停

止
位

置
か

ら
の

ず
れ

に
よ

る
対

応
の

違
い

）、
技

術
者

・専
門

知
識

の
確

保

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
が

停
止

し
た

際
の

対
応

策
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
Ｅ

Ｖ
会

社
の

行
う

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

閉
じ

込
め

時
の

救
出

講
習

等
に

参
加

し
、

救
出

能
力

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
記

載
す

る
。

 

○
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
保

守
会

社
の

技
術

員
以

外
の

人
に

よ
る

救
出

作

業
が

可
能

と
な

る
条

件
を

記
載

す
る

。
 

1.
 エ

レ
ベ

ー
タ

ー
シ

ャ
フ

ト
内

に
立

ち
入

ら
ず

、
乗

場
扉

開
錠

に
よ

り

救
出

可
能

な
位

置
に

停
止

し
た

場
合

 

2.
 防

災
セ

ン
タ

ー
等

に
技

術
者

が
常

駐
し

て
い

る
場

合
 

3.
 保

守
会

社
の

十
分

な
定

期
訓

練
を

受
け

た
専

任
技

術
者

が
、

救

出
手

順
に

基
づ

き
行

う
こ

と
 

以
上

の
条

件
を

満
た

し
た

場
合

、
閉

じ
込

め
救

出
の

具
体

的
手

順

に
つ

い
て

教
育

訓
練

を
受

け
た

専
任

技
術

者
が

閉
じ

込
め

救
出

作

業
を

行
え

る
場

合
が

あ
る

。
 

○
活

動
要

領
・ 

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

が
停

止
し

た
場

合
は

、
停

止
位

置
、

閉
じ

込
め

ら
れ

た
人

の
有

無
等

を
確

認
す

る
。

 

・ 
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

管
理

会
社

に
連

絡
す

る
。

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

管

理
会

社
は

、
閉

じ
込

め
ら

れ
た

人
が

い
る

と
こ

ろ
を

優
先

し
た

活

動
を

行
う

。
 

・ 
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
内

部
に

イ
ン

タ
ー

ホ
ン

で
連

絡
し

、
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
会

社
に

連
絡

し
た

旨
な

ど
を

説
明

し
、

落
ち

着
か

せ
る

。
 

・ 
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
管

理
会

社
又

は
消

防
機

関
が

到
着

し
た

場
合

は
、

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
停

止
位

置
等

の
情

報
提

供
を

行
い

、
現

場
へ

誘
導

を
行

う
。

 

○
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
停

止
・閉

じ
込

め
は

比
較

的
低

い
震

度
で

も
同

時
に

発
生

す
る

場
合

が
あ

る
こ

と
に

留
意

が
必

要
で

あ
る

。
 

 
 

地
震

に
よ

る
出

火
防

止
へ

の
対

応
 

[3
-3

-6
] 

○
同

時
多

発
的

出
火

へ
の

対
応

方
法

を
明

確
化

す
る

。
 

○
迅

速
な

火
災

対
応

を
記

載
す

る
（通

常
火

災
へ

の
対

応
の

準

用
）。

 

 

○
大

き
な

揺
れ

が
お

さ
ま

っ
た

後
、

電
源

・燃
料

等
の

遮
断

を

行
う

。
 

 

・ 
炎

や
煙

に
惑

わ
さ

れ
ず

、
燃

え
て

い
る

も
の

を
確

か
め

る
。

 

・ 
燃

え
て

い
る

も
の

に
適

し
た

消
火

器
等

を
使

い
、

で
き

る
だ

け

近
づ

い
て

消
火

す
る

。
 

・ 
で

き
る

だ
け

多
く
の

人
で

消
火

器
等

を
集

め
て

、
一

気
に

消
火

す
る

。
 

・ 
複

数
箇

所
か

ら
出

火
し

て
消

火
班

の
能

力
を

超
え

て
い

る
場

合

は
、

人
命

に
影

響
を

及
ぼ

す
場

所
の

火
災

を
優

先
す

る
。

 

 
 

 
 

避
難

施
設

・建
物

損
壊

へ
の

対
応

 

[3
-3

-7
] 

○
避

難
施

設
の

損
壊

を
想

定
し

た
代

替
経

路
の

選
定

手
順

等
に

つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
S
P

設
備

損
壊

を
想

定
し

た
火

災
時

の
対

応
方

法
の

明
確

化
、

被

害
の

極
小

化
、

水
損

防
止

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
区

画
損

壊
等

に
対

応
し

た
応

急
措

置
及

び
使

用
制

限
等

（二
次

的
な

区
画

形
成

手
段

等
）に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
避

難
施

設
の

損
壊

を
想

定
し

た
避

難
経

路
の

確
保

 

 
 

（代
替

経
路

の
選

定
、

階
段

区
画

の
損

壊
時

に
お

け
る

火
煙

の

流
入

防
止

） 

・ 
普

段
か

ら
、

防
火

戸
や

防
火

シ
ャ

ッ
タ

ー
の

閉
鎖

状
況

、
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

運
転

制
御

な
ど

の
状

況
を

確
認

し
、

特
に

廊
下

や
階

段
等

の
避

難
施

設
に

面
す

る
防

火
戸

等
の

状
況

及
び

避
難

口
の

(１
)電

気
系

統
の

被
害

に
よ

る
機

能
停

止
 

・ 
電

力
供

給
が

停
止

し
た

場
合

（電
気

配
線

の
断

線
、

受
電

設
備

の
被

害
な

ど
） 

・ 
電

力
供

給
の

停
止

の
際

に
、

非
常

用
の

自
家

発
電

設
備

が
機

能
し

な
い

場
合

 

・ 
水

漏
れ

に
よ

り
、

電
気

機
器

や
配

線
に

電
気

機
器

や
配

線
に

電



（
具
体
的
な
消
防
計
画
の
構
成
）
1
0
P
 

○
消

防
用

設
備

等
の

点
検

を
行

い
、

異
常

の
有

無
を

確
認

し
対

処

す
る

よ
う

記
載

す
る

。
 

解
錠

方
式

を
確

認
し

て
お

く
。

 

・ 
防

火
設

備
の

避
難

扉
に

商
品

等
が

倒
れ

て
開

放
で

き
な

く
な

り
、

避
難

通
路

と
し

て
使

用
で

き
な

い
こ

と
が

あ
る

た
め

、
周

辺
の

物

品
等

管
理

に
つ

い
て

定
め

て
お

く
。

 

・ 
火

災
の

時
は

非
常

口
や

階
段

が
変

形
、

損
傷

し
て

使
用

不
能

と

な
る

こ
と

が
あ

る
た

め
、

複
数

の
避

難
経

路
を

確
保

す
る

と
と

も

に
万

一
の

際
の

安
全

防
護

班
に

よ
る

避
難

経
路

の
確

保
等

に
つ

い
て

定
め

て
お

く
。

 

・ 
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
消

火
活

動
に

併
せ

て
区

画
の

損

傷
状

況
を

確
認

し
、

避
難

経
路

の
安

全
性

を
確

保
す

る
。

 

○
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

の
損

壊
を

想
定

し
た

初
期

対
応

の
確

保
 

（自
衛

消
防

組
織

に
よ

る
人

的
な

初
期

消
火

活
動

、
防

火
区

画
や

排

煙
設

備
に

よ
る

拡
大

防
止

等
） 

 
下

記
の

よ
う

な
場

合
、

固
定

消
火

設
備

の
機

能
の

維
持

に
対

し
て

影
響

を
与

え
る

た
め

、
代

替
的

な
活

動
要

領
に

つ
い

て
記

載
し

て

お
く
。

 

○
防

火
戸

の
損

壊
の

応
急

措
置

、
隣

接
防

火
戸

に
よ

る
二

次
的

な

区
画

形
成

 

・ 
建

物
損

傷
・収

容
物

転
倒

等
に

よ
り

防
火

戸
・シ

ャ
ッ

タ
ー

等
が

自
動

閉
鎖

し
な

か
っ

た
場

合
の

安
全

防
護

班
等

に
よ

る
手

動
の

区
画

形
成

に
つ

い
て

記
述

す
る

。
 

・ 
火

災
等

が
発

生
し

、
当

該
出

火
区

画
の

閉
鎖

が
建

物
損

傷
等

に

よ
り

困
難

な
場

合
の

隣
接

防
火

戸
に

よ
る

区
画

形
成

に
つ

い
て

記
述

す
る

。
 

・ 
防

火
戸

の
煙

感
知

器
等

が
損

壊
し

た
こ

と
に

よ
り

閉
鎖

し
な

い
場

合
の

手
動

で
閉

鎖
し

区
画

形
成

す
る

。
 

気
的

事
故

が
発

生
し

た
場

合
 

・ 
水

漏
れ

等
に

よ
り

、
漏

電
の

お
そ

れ
等

が
あ

り
、

安
全

確
保

の

た
め

に
通

電
を

停
止

し
た

場
合

 

(２
)設

備
の

被
害

に
よ

る
給

水
不

能
（機

能
停

止
） 

・ 
消

火
ポ

ン
プ

が
損

傷
を

受
け

た
場

合
 

・ 
給

水
源

か
ら

の
配

管
が

破
断

し
た

場
合

 

(３
)設

備
の

被
害

に
よ

り
、

作
動

が
遅

れ
た

り
有

効
な

散
水

が
得

ら

れ
な

い
場

合
 

(４
)水

損
等

の
被

害
拡

大
防

止
な

ど
管

理
上

の
要

因
に

よ
る

機
能

停
止

 

○
代

替
的

な
活

動
要

領
（例

） 

・ 
複

数
設

置
場

所
の

消
火

器
の

活
用

 

・ 
大

型
消

火
器

の
活

用
 

・ 
動

力
消

防
ポ

ン
プ

設
備

の
活

用
 

 

応
急

対
策

的

事
項

 

[3
] 

地
震

に
特

有
の

内
容

 

[3
-3

] 

イ
ン

フ
ラ

等
の

機
能

不

全
へ

の
対

応
 

[3
-3

-8
] 

○
停

電
へ

の
対

応
（非

常
電

源
の

確
保

、
携

帯
用

照
明

器
具

等
の

確
保

、
再

通
電

に
備

え
た

対
応

）に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
断

水
（消

火
用

水
等

の
確

保
、

建
物

全
体

が
保

有
し

て
い

る
水

量

の
把

握
・確

保
、

漏
水

対
応

等
）へ

の
対

応
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
通

信
障

害
へ

の
対

応
（緊

急
連

絡
方

法
の

複
線

化
、

無
線

手
段

の
確

保
等

）に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
交

通
障

害
へ

の
対

応
（一

定
期

間
の

孤
立

化
に

備
え

た
活

動
体

制
の

整
備

、
代

替
的

移
動

手
段

の
確

保
等

）に
つ

い
て

記
載

す

る
。

 

○
電

気
：停

電
～

非
常

電
源

の
容

量
確

保
、

携
帯

用
照

明
器

具
の

配
備

・平
常

時
の

常
用

電
源

が
供

給
停

止
し

た
際

の
自

家
発

電

設
備

、
発

動
発

電
機

、
バ

ッ
テ

リ
ー

等
の

確
保

に
つ

い
て

規
定

す

る
。

 

・ 
夜

間
の

停
電

に
備

え
て

、
懐

中
電

灯
な

ど
の

携
帯

用
非

常
用

照

明
器

具
等

を
確

保
す

る
こ

と
が

必
要

。
 

・ 
電

気
配

線
等

が
破

損
し

て
い

る
と

、
ブ

レ
ー

カ
ー

を
入

れ
た

際
、

シ
ョ
ー

ト
や

ス
パ

ー
ク

等
に

よ
り

、
火

災
に

な
る

恐
れ

が
あ

る
た

め
、

二
次

災
害

防
止

策
を

定
め

て
お

く
。

 

○
ガ

ス
：供

給
停

止
・地

震
後

、
火

気
設

備
等

を
使

用
す

る
場

合

は
、

燃
料

の
漏

洩
等

が
な

い
か

点
検

し
て

か
ら

行
い

ま
す

。
 

・ 
ガ

ス
等

の
漏

洩
が

あ
る

と
、

換
気

扇
等

の
ス

イ
ッ

チ
を

入
れ

る
こ

と
に

よ
り

火
花

が
発

生
し

火
災

に
な

る
恐

れ
が

あ
り

ま
す

。
 

・ 
活

動
長

期
化

対
策

と
し

て
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
ボ

ン
ベ

、
灯

油
、

カ
セ

ッ

ト
コ

ン
ロ

、
ボ

ン
ベ

等
の

確
保

も
考

慮
す

る
。

 

○
上

下
水

道
：断

水
～

消
火

用
水

の
容

量
確

保
、

漏
水

時
の

速
や

か
な

閉
止

 

・ 
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
消

火
用

水
の

確
保

に
つ

い
て

記
述

す

る
。

 

・ 
 漏

水
に

よ
る

被
害

防
止

対
策

に
つ

い
て

記
述

す
る

。
 

・ 
活

動
長

期
化

対
策

と
し

て
の

生
活

用
水

の
確

保
・ト

イ
レ

対
策

に

つ
い

て
記

述
す

る
。

 

○
 通

信
障

害
：消

防
機

関
等

へ
の

通
報

手
段

の
複

線
化

 

・ 
 固

定
電

話
や

携
帯

電
話

は
通

話
需

要
が

増
え

る
と

通
話

規
制

が

○
消

防
用

設
備

等
・防

火
設

備
等

の
た

め
に

設
け

ら
れ

て
い

る
非

 

 
常

電
源

は
、

本
来

当
該

設
備

を
停

電
時

に
必

要
な

間
、

動
か

す

こ
と

を
目

的
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
地

震

時
の

活
用

に
つ

い
て

は
、

別
途

設
備

の
性

能
・容

量
等

に
応

じ

検
討

し
て

お
く
必

要
が

あ
る

。
 

○
 

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
等

を
活

用
す

る
場

合
、

周
囲

の
状

況
に

よ
っ

て
は

輻
輳

の
お

そ
れ

に
つ

い
て

も
考

慮
が

必
要

で
あ

る
。

 



（
具
体
的
な
消
防
計
画
の
構
成
）
1
1
P
 

行
わ

れ
、

つ
な

が
り

に
く
く
な

る
こ

と
が

あ
る

た
め

、
通

信
回

線
の

複
線

化
、

無
線

等
の

活
用

に
つ

い
て

記
述

す
る

。
 

・ 
災

害
伝

言
ダ

イ
ヤ

ル
の

活
用

に
つ

い
て

記
述

す
る

。
 

○
 交

通
障

害
：自

衛
消

防
活

動
の

長
期

化
に

備
え

た
交

代
要

員
、

物
資

等
の

確
保

 

・ 
 防

火
対

象
物

が
道

路
等

の
状

況
に

よ
り

孤
立

す
る

可
能

性
、

危

険
場

所
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

。
 

・ 
平

常
時

の
移

動
ル

ー
ト

が
確

保
で

き
な

い
場

合
の

代
替

的
な

移

動
ル

ー
ト
、

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

等
の

着
地

場
所

の
確

保
等

に
つ

い
て

記
述

す
る

。
 

応
急

対
策

的

事
項

 

[3
] 

地
震

に
特

有
の

内
容

 

[3
-3

] 

避
難

誘
導

 

[3
-3

-9
] 

 
 

○
避

難
誘

導
の

活
動

要
領

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 

○
当

該
建

物
の

特
徴

に
応

じ
た

避
難

コ
ン

セ
プ

ト
を

明
確

に
記

載
す

る
（収

容
人

員
と

避
難

キ
ャ

パ
シ

テ
ィ

を
勘

案
し

た
効

果
的

な
避

難
方

法
、

全
館

一
斉

避
難

の
可

否
、

一
時

的
避

難
拠

点
等

の
位

置
づ

け
。

全
体

フ
ロ

ー
は

別
図

Ｂ
参

照
。

 

○
災

害
時

要
援

護
者

へ
の

対
応

に
つ

い
て

具
体

化
す

る
。

 

★
帰

宅
困

難
者

の
対

応
策

を
記

載
す

る
。

 

 
 

○
建

物
の

耐
震

性
、

周
辺

地
域

の
危

険
性

、
収

容
人

員
の

人
数

、

移
動

障
害

の
有

無
、

帰
宅

困
難

者
の

数
等

を
踏

ま
え

て
、

地
震

規
模

ご
と

に
避

難
す

る
か

在
館

す
る

か
の

判
断

基
準

を
定

め

る
。

 

○
避

難
又

は
在

館
時

の
避

難
先

又
は

一
次

待
避

場
所

の
場

所
、

誘

導
方

法
、

誘
導

を
開

始
す

る
時

期
、

誘
導

を
実

施
す

る
者

を
定

め

る
。

 

・ 
多

数
の

在
館

者
が

収
容

さ
れ

る
防

火
対

象
物

に
お

い
て

は
、

在

館
者

に
よ

る
パ

ニ
ッ

ク
を

防
止

す
る

た
め

の
的

確
な

指
示

が
必

要
と

な
る

た
め

、
あ

ら
か

じ
め

様
々

な
想

定
に

よ
る

放
送

文
例

を

作
成

し
て

お
く
。

ま
た

、
従

業
員

に
よ

る
指

示
も

必
要

と
な

る
た

め
、

熟
知

さ
せ

て
お

く
。

 

・ 
情

報
不

足
に

よ
る

在
館

者
の

不
安

を
取

り
除

く
た

め
、

情
報

伝
達

系
統

を
確

立
し

て
お

く
。

 

・ 
防

火
区

画
・防

災
設

備
等

の
機

能
障

害
や

避
難

経
路

の
閉

塞
を

想
定

し
、

避
難

経
路

は
２

以
上

の
経

路
を

確
保

す
る

。
ま

た
、

収

容
物

や
非

構
造

部
材

の
損

傷
に

よ
り

避
難

経
路

が
閉

塞
さ

れ
る

こ
と

の
な

い
、

安
全

避
難

経
路

を
１

以
上

確
保

す
る

。
 

・ 
避

難
経

路
上

に
お

い
て

火
災

発
生

危
険

の
高

い
場

所
を

避
け

て

避
難

経
路

を
設

定
す

る
。

ま
た

、
同

時
多

発
火

災
に

備
え

た
避

難

経
路

を
設

定
す

る
。

 

・ 
館

内
の

避
難

経
路

や
消

防
防

災
設

備
に

つ
い

て
の

設
置

位
置

や

操
作

方
法

に
つ

い
て

習
熟

し
、

臨
機

応
変

に
対

応
で

き
る

よ
う

備

え
て

お
く
。

 

○
誘

導
時

に
逃

げ
遅

れ
の

有
無

を
ど

の
よ

う
に

確
認

す
る

か
を

記

載
す

る
。

 

○
避

難
誘

導
路

の
事

前
の

確
保

（確
認

）方
法

を
記

載
す

る
。

 

(例
) 

障
害

物
の

除
去

、
照

明
の

確
保

 

    ○
聴

覚
障

害
者

、
外

国
人

等
へ

の
情

報
伝

達
方

法
等

に
つ

い
て

記

載
す

る
。

 

○
自

力
避

難
困

難
者

の
避

難
行

動
支

援
計

画
及

び
当

該
在

館
者

に

つ
い

て
事

前
に

情
報

提
供

を
行

う
こ

と
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

 

○
活

動
要

領
 

1.
 避

難
に

関
す

る
指

示
、

命
令

の
伝

達
は

、
非

常
放

送
を

使
用

し

て
行

う
。

ま
た

、
各

地
区

隊
に

お
い

て
は

携
帯

用
拡

声
器

等
を

活
用

す
る

。
 

命
令

伝
達

時
の

留
意

点
は

次
の

と
お

り
。

 

①
 館

内
放

送
は

、
簡

潔
で

わ
か

り
や

す
い

内
容

と
し

、
同

じ
こ

と
を

２
度

く
り

返
す

。
 

②
 早

口
を

避
け

、
落

ち
着

い
た

命
令

口
調

で
放

送
す

る
。

 

③
 「

こ
ち

ら
は

防
災

セ
ン

タ
ー

で
す

」「
こ

ち
ら

は
自

衛
消

防
組

織

の
統

括
管

理
者

で
す

」等
の

一
言

を
付

し
て

情
報

の
発

信
者

を

明
確

に
し

、
信

頼
性

を
高

め
ま

す
。

 

④
 避

難
の

指
示

、
命

令
の

内
容

に
は

、
「エ

レ
ベ

ー
タ

ー
を

使
用

し
な

い
こ

と
」を

付
け

加
え

る
。

 

⑤
 在

館
者

へ
の

、
安

心
情

報
等

の
提

供
を

逐
次

行
う

こ
と

を
伝

え
、

パ
ニ

ッ
ク

防
止

に
努

め
る

。
 

2.
 誘

導
員

は
、

通
路

角
、

階
段

口
等

に
配

置
す

る
。

避
難

路
に

誘

導
員

を
配

置
し

な
い

こ
と

に
よ

る
混

乱
を

生
じ

な
い

よ
う

に
注

意

す
る

。
 

3.
 エ

レ
ベ

ー
タ

ー
前

に
も

利
用

を
制

止
す

る
誘

導
員

を
配

置
し

ま

す
。

 

4.
 火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、

出
火

階
と

直
上

階
の

在
館

者
の

避

難
を

優
先

と
し

、
一

時
的

に
火

点
下

層
階

に
避

難
さ

せ
た

後
、

終
的

に
地

上
階

（避
難

階
）に

避
難

さ
せ

る
。

 

5.
 避

難
階

段
な

ど
安

全
で

、
多

数
の

者
が

避
難

可
能

な
施

設
を

使

用
す

る
。

避
難

者
が

多
数

い
る

場
合

は
、

人
数

を
分

散
す

る

か
、

時
間

を
ず

ら
す

な
ど

、
混

乱
防

止
を

図
る

。
 

6.
 避

難
経

路
の

階
段

出
入

口
扉

等
を

開
放

す
る

。
（た

だ
し

、
火

災

発
生

の
場

合
は

、
避

難
完

了
が

確
認

で
き

た
段

階
で

閉
鎖

す

る
。

） 

7.
 一

度
避

難
し

た
者

は
、

再
び

戻
ら

せ
な

い
。

 

8.
 誘

導
員

が
退

避
す

る
時

は
、

逃
げ

遅
れ

等
の

有
無

を
確

認
す

る
。

 

○
災

害
時

要
援

護
者

へ
の

対
応

に
つ

い
て

は
、

事
前

に
計

画
し

て

お
く
こ

と
に

加
え

て
、

当
該

対
応

に
つ

い
て

当
該

災
害

時
要

援
者

に
対

し
て

事
前

に
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

に
も

留
意

が
必

要
で

あ
る

（掲
示

、
案

内
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
へ

の
記

載
等

） 



（
具
体
的
な
消
防
計
画
の
構
成
）
1
2
P
 

 
 

 
 

○
以

下
の

避
難

方
法

を
建

物
の

被
害

等
の

状
況

に
よ

り
使

い
分

け

る
こ

と
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

・ 
階

（区
画

）避
難

：危
険

階
（区

画
）か

ら
他

の
安

全
な

階
（区

画
）

へ
避

難
す

る
こ

と
。

 

・ 
全

館
逐

次
避

難
：在

館
者

全
員

の
避

難
を

意
味

す
る

が
、

危
険

階

を
優

先
と

す
る

時
間

差
に

配
慮

し
た

避
難

を
言

う
。

 

・ 
全

館
一

斉
避

難
：危

険
が

建
物

全
体

に
及

ぶ
場

合
、

在
館

者
全

員
が

同
時

に
避

難
す

る
こ

と
。

 

※
建

物
の

被
害

等
の

状
況

を
適

切
に

確
認

し
、

避
難

の
必

要
性

、

切
迫

性
を

適
切

に
判

断
で

き
る

よ
う

に
な

る
た

め
に

は
、

一
定

の

知
識

レ
ベ

ル
と

事
前

の
十

分
な

計
画

が
必

要
で

あ
り

、
平

時
か

ら

の
教

育
訓

練
が

必
要

と
な

る
。

 

○
避

難
方

法
の

選
択

手
法

（例
） 

下
記

1
か

ら
7

の
事

象
が

単
独

あ
る

い
は

複
合

し
て

発
生

し
危

険

が
建

物
全

体
に

短
時

間
で

波
及

す
る

恐
れ

の
あ

る
と

き
は

、
全

館
一

斉
避

難
を

検
討

す
る

。
一

方
、

比
較

的
時

間
の

余
裕

が
あ

る
場

合
は

、
先

ず
危

険
の

高
い

部
分

か
ら

の
避

難
を

優
先

さ

せ
、

を
そ

れ
以

外
の

部
分

か
ら

の
避

難
を

順
番

に
誘

導
す

る
全

館
逐

次
避

難
と

す
る

。
さ

ら
に

、
8、

9
の

よ
う

な
当

該
建

物
周

辺

の
被

災
状

況
に

よ
り

全
館

逐
次

避
難

の
必

要
性

が
想

定
さ

れ

る
。

 

1.
 当

該
建

物
が

倒
壊

す
る

危
険

性
が

高
い

と
き

。
 

2.
 建

物
全

体
に

危
険

が
及

ぶ
よ

う
な

強
い

地
震

発
生

が
予

想
さ

れ

る
と

き
（警

戒
宣

言
が

発
せ

ら
れ

た
場

合
も

含
む

）。
 

3.
 当

該
建

物
で

複
数

階
同

時
出

火
し

た
と

き
、

ま
た

は
複

数
階

へ

の
延

焼
危

険
性

が
高

い
と

き
。

 

4.
 当

該
建

物
内

の
室

内
散

乱
が

激
し

く
、

余
震

に
よ

り
負

傷
者

発

生
の

危
険

性
が

高
い

と
き

。
ま

た
は

、
出

火
・延

焼
の

危
険

性
が

高
い

と
き

。
 

5.
 建

物
内

で
危

険
物

・ガ
ス

が
漏

出
し

た
と

き
、

ま
た

は
漏

出
の

危

険
性

が
高

い
と

き
。

 

6.
 建

物
内

の
防

災
設

備
系

統
が

作
動

し
な

く
な

っ
た

と
き

。
 

7.
 出

火
階

の
防

火
区

画
や

防
火

扉
が

破
損

し
、

火
災

等
の

危
険

事
象

が
他

階
に

波
及

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

と
き

。
 

8.
 都

市
火

災
が

発
生

し
、

周
辺

の
延

焼
危

険
が

高
く
な

っ
た

と
き

。

9.
 周

辺
大

気
中

に
有

毒
物

質
が

漏
出

ま
た

は
漏

出
す

る
お

そ
れ

が
高

い
と

き
。

 

応
急

対
策

的

事
項

 

[3
] 

地
震

に
特

有
の

内
容

 

[3
-3

] 

 
 

 
 

○
一

時
待

避
場

所
（安

全
区

画
）を

指
定

し
記

載
す

る
。

 

○
自

力
避

難
困

難
者

に
つ

い
て

は
、

支
援

体
制

が
確

立
す

る
ま

で

の
介

護
要

員
を

指
定

し
記

載
す

る
。

 

★
帰

宅
困

難
者

の
対

応
策

を
記

載
す

る
。

 

①
道

路
状

況
及

び
交

通
機

関
の

運
行

状
況

を
把

握
し

、
従

業
員

及

び
在

館
者

等
に

周
知

す
る

方
法

を
立

て
て

お
く
。

 

②
交

通
機

関
の

混
乱

状
況

等
を

考
慮

し
た

時
差

帰
宅

計
画

（今
後

の
体

制
も

考
慮

し
な

が
ら

）を
作

成
す

る
。

 

③
事

業
所

の
帰

宅
困

難
な

者
の

た
め

の
生

活
必

需
品

等
を

準
備

す

る
。

 

④
従

業
員

の
安

否
確

認
の

方
法

及
び

連
絡

手
段

を
検

討
す

る
。

 

★
従

業
員

と
家

族
と

の
安

否
確

認
手

段
を

検
討

す
る

。
 

○
在

館
者

等
へ

の
安

全
対

策
や

混
乱

防
止

等
の

対
応

方
策

に
つ

い
て

検
討

す
る

。
 

○
一

時
避

難
場

所
へ

の
避

難
 

・ 
避

難
誘

導
を

行
う

際
は

、
拡

声
器

、
メ

ガ
ホ

ン
等

を
有

効
に

活
用

し
、

避
難

者
が

混
乱

し
な

い
よ

う
に

指
示

す
る

。
 

・ 
事

前
に

責
任

者
、

避
難

誘
導

員
は

避
難

経
路

や
広

域
避

難
場

所
を

確
認

す
る

。
 

・ 
職

場
か

ら
広

域
避

難
場

所
ま

で
の

経
路

を
２

以
上

定
め

て
お

く
。

・ 
避

難
誘

導
班

員
は

、
避

難
時

に
次

の
注

意
事

項
を

厳
守

さ
せ

る
。

 

①
デ

マ
に

惑
わ

さ
れ

な
い

。
 

②
塀

ぎ
わ

、
崖

下
を

さ
け

る
。

 

③
避

難
は

徒
歩

と
し

、
自

動
車

等
は

使
わ

な
い

。
 

④
携

行
品

は
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
非

常
持

ち
出

し
品

の
み

と

す
る

。
 

⑤
切

断
さ

れ
た

電
線

や
落

下
物

に
注

意
す

る
。

 

○
一

時
避

難
場

所
の

基
本

的
条

件
 

・ 
広

場
の

位
置

や
規

模
が

避
難

を
要

す
る

人
員

に
対

し
て

必
要

か

つ
十

分
で

あ
る

こ
と

。
 

・ 
避

難
場

所
周

辺
の

火
災

延
焼

性
状

か
ら

み
て

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

①
周

辺
市

街
地

火
災

の
際

、
熱

気
流

、
輻

射
熱

、
飛

火
等

の
危

険

性
が

な
い

こ
と

。
 

②
避

難
場

所
内

に
災

害
発

生
要

因
、

拡
大

要
因

が
な

い
こ

と
。

 

・ 
飲

料
水

、
食

料
等

の
応

急
的

対
応

が
可

能
で

あ
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

災
害

復
旧

等
の

活
動

と
の

調
整

 

★
当

該
防

火
対

象
物

に
係

る
応

急
活

動
の

終
了

・縮
小

後
に

お
い

て
近

隣
の

応
急

活
動

に
自

衛
消

防
組

織
等

が
従

事
す

る
場

合
の

○
災

害
復

旧
作

業
に

伴
う

二
次

災
害

発
生

防
止

の
措

置
を

記
載

す

る
。

 

火
気

使
用

設
備

、
電

気
器

具
等

か
ら

の
危

険
発

生
要

因
の

排
除

、

危
険

物
品

の
安

全
な

場
所

へ
の

移
管

 



（
具
体
的
な
消
防
計
画
の
構
成
）
1
3
P
 

[3
-3

-1
0]

 
対

応
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

（判
断

プ
ロ

セ
ス

（被
災

状
況

の
把

握
、

必
要

な
対

応
に

要
す

る
資

源
等

の
特

定
、

転
用

す
る

場
合

の
意

志
決

定
方

法
等

）や
活

動
方

針
等

）。
 

★
応

急
活

動
終

了
後

に
備

蓄
物

資
等

を
転

用
す

る
場

合
の

手
順

等

に
つ

い
て

記
載

す
る

（同
上

）。
 

★
応

急
活

動
終

了
後

の
従

業
員

の
体

制
（帰

宅
等

に
係

る
判

断
手

順
等

）に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

★
従

業
員

・在
館

者
等

で
帰

宅
困

難
者

が
多

数
発

生
し

て
い

る
場

合
の

対
応

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

★
被

災
後

の
建

物
の

使
用

に
係

る
方

針
（事

業
の

中
止

・継
続

・再

開
等

に
係

る
判

断
手

順
等

）に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

警
戒

宣
言

へ
の

対
応

 

[3
-3

-1
1]

 

○
警

戒
宣

言
が

出
さ

れ
た

場
合

の
対

応
を

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

そ
の

他
の

災
害

に
つ

い
て

の
対

応
 

[3
-4

] 

在
館

者
の

迅
速

か
つ

円
滑

な
避

難
等

が
必

要
な

災
害

へ
の

対
応

 

[3
-
4
-
1
] 

○
避

難
誘

導
活

動
に

つ
い

て
、

火
災

・地
震

時
の

通
報

連
絡

活
動

及
び

避
難

誘
導

活
動

に
準

じ
て

行
う

こ
と

を
記

載
す

る
。

 

★
 

具
体

的
な

事
故

等
の

態
様

が
想

定
で

き
る

場
合

に
は

そ
の

他

の
応

急
活

動
に

つ
い

て
具

体
化

で
き

る
範

囲
で

記
載

す
る

。
 

○
大

規
模

事
故

等
に

つ
い

て
そ

の
状

況
が

明
確

に
把

握
で

き
な

い

よ
う

な
場

合
で

も
低

限
の

通
報

連
絡

活
動

及
び

避
難

誘
導

活

動
が

実
施

で
き

る
こ

と
を

目
標

と
す

る
。

 

 

教
育

訓
練

  
  

[4
] 

従
業

者
等

の
教

育
  

  
 

[4
-1

] 

管
理

権
原

者
の

教
育

 

[4
-1

-1
] 

○
管

理
権

原
者

の
普

段
か

ら
の

教
育

・自
己

啓
発

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
防

災
講

演
等

へ
の

定
期

的
な

参
加

を
明

確
化

し
記

載
す

る
。

 

○
消

防
訓

練
に

は
必

ず
参

加
す

る
こ

と
を

明
確

化
し

記
載

す
る

。
 

○
防

火
・防

災
管

理
者

、
自

衛
消

防
組

織
の

統
括

管
理

者
等

と
定

期

的
な

情
報

交
換

を
行

う
こ

と
を

明
確

化
し

記
載

す
る

。
 

 
 

防
火

・防
災

管
理

者
の

教
育

 

[4
-1

-2
] 

○
防

火
・防

災
管

理
者

の
普

段
か

ら
の

教
育

・自
己

啓
発

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
防

火
・防

災
管

理
者

講
習

・再
講

習
の

受
講

に
つ

い
て

記
載

す

る
。

 

 

○
防

火
・防

災
に

関
す

る
講

習
会

等
に

定
期

的
に

参
加

す
る

こ
と

を

明
確

化
し

記
載

す
る

。
 

 
 

自
衛

消
防

組
織

の
構

成
員

の
教

育
 

[4
-1

-3
] 

○
 

自
衛

消
防

組
織

の
統

括
管

理
者

に
つ

い
て

、
有

資
格

者
で

あ
る

こ
と

（
自

衛
消

防
業

務
新

規
講

習
・
再

講
習

の
受

講
等

）

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
 

自
衛

消
防

組
織

の
構

成
員

の
う

ち
、

統
括

管
理

者
の

直
近

下
位

の
内

部
組

織
を

統
括

す
る

者
に

対
す

る
講

習
受

講
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
 

市
町

村
等

が
実

施
す

る
自

衛
消

防
業

務
に

関
す

る
講

習

を
受

講
さ

せ
る

内
部

組
織

を
統

括
す

る
者

を
明

確
化

す
る

。
 

・
 

自
衛

消
防

組
織

の
本

部
隊

の
各

班
長

（
初

期
消

火
、

情
報

収
集

、
通

報
連

絡
、

防
災

セ
ン

タ
ー

等
に

お
け

る
設

備
監

視
・
操

作
、

避
難

誘
導

、
救

出
・
救

護
に

係
る

班
に

限
る

）
 

 ※
 

自
衛

消
防

組
織

の
活

動
の

全
体

像
、

個
々

の
活

動
内

容
、

防

災
セ

ン
タ

ー
に

よ
る

指
揮

管
理

等
に

関
す

る
知

識
が

必
要

。
 

○
自

衛
消

防
組

織
の

構
成

員
の

技
術

取
得

・維
持

の
た

め
の

訓
練

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

（例
）装

備
品

等
の

習
熟

訓
練

サ
イ

ク
ル

を
定

め
、

訓
練

結
果

を
記

載
す

る
。

 

 
 



（
具
体
的
な
消
防
計
画
の
構
成
）
1
4
P
 

従
業

員
の

教
育

 

[4
-1

-4
] 

○
教

育
を

受
け

た
従

業
員

教
育

担
当

者
等

に
よ

る
教

育
体

制
に

つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
従

業
員

へ
の

地
位

・役
割

に
応

じ
た

教
育

に
つ

い
て

記
載

す
る

。

○
パ

ー
ト
タ

イ
ム

従
業

者
等

の
教

育
体

制
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
防

火
・防

災
に

関
す

る
啓

発
用

資
料

を
作

成
し

配
布

す
る

こ
と

を

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

従
業

員
教

育
担

当
者

へ
の

教
育

 

[4
-1

-5
] 

○
従

業
員

教
育

担
当

者
の

教
育

（従
業

員
教

育
担

当
者

が
習

得
す

べ
き

専
門

知
識

や
そ

の
修

得
手

段
（講

習
受

講
等

））
に

つ
い

て

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

訓
練

の
実

施
 

 
 

 
 

 
 

[4
-2

] 

訓
練

の
実

施
時

期
等

 

[4
-2

-1
] 

○
訓

練
種

別
（総

合
・部

分
、

火
災

・地
震

等
）毎

に
時

期
、

回
数

等

を
記

載
す

る
。

 

 
 

 
 

訓
練

の
実

施
手

順
 

[4
-2

-2
] 

○
防

火
対

象
物

内
部

へ
の

周
知

や
所

轄
消

防
機

関
へ

の
連

絡
に

つ
い

て
具

体
的

な
手

順
等

を
記

載
す

る
。

 

 
 

 
 

訓
練

の
内

容
・方

法
 

[4
-2

-3
] 

○
訓

練
の

実
施

方
法

を
記

載
す

る
。

 

○
訓

練
結

果
等

の
記

録
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

○
訓

練
規

模
（全

体
、

部
、

想
定

）ご
と

に
、

時
期

、
回

数
を

記
録

す

る
方

法
を

明
確

に
す

る
。

 

○
訓

練
の

検
証

・定
量

的
な

評
価

方
法

の
導

入
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

○
「消

防
計

画
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
作

成
に

係
る

検
討

 
第

２
次

中

間
報

告
書

」（
消

防
庁

予
防

課
）、

「地
下

街
等

避
難

等
訓

練
マ

ニ

ュ
ア

ル
検

討
会

報
告

書
」（

消
防

庁
予

防
課

）等
が

参
考

と
な

る
。

 
 

 
 

○
避

難
訓

練
の

実
施

要
領

 

(1
)想

定
 

①
地

震
の

規
模

、
建

物
の

損
壊

状
況

、
出

火
場

所
、

周
辺

の
被

災

状
況

等
の

災
害

想
定

を
実

施
す

る
。

 

②
け

が
人

、
避

難
を

要
す

る
者

の
数

を
決

め
る

。
 

(2
)避

難
の

指
示

 

①
災

害
想

定
に

応
じ

て
、

全
館

一
斉

、
全

館
逐

次
、

も
し

く
は

部
分

避
難

の
避

難
方

法
を

選
択

す
る

。
 

②
放

送
設

備
、

非
常

ベ
ル

、
自

動
火

災
報

知
設

備
等

で
避

難
方

法

の
指

示
を

伝
え

る
。

 

③
被

害
状

況
の

情
報

に
あ

わ
せ

て
、

放
送

設
備

、
イ

ン
タ

ー
ホ

ン

等
を

活
用

し
、

災
害

の
内

容
と

避
難

経
路

、
使

用
す

る
階

段
を

指

示
す

る
。

 

(3
)誘

導
員

の
配

置
 

①
次

の
場

所
に

誘
導

員
の

配
置

を
行

う
。

 

・ 
階

段
入

り
口

付
近

 

・ 
通

路
角

 

・ 
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
付

近
 

・ 
エ

ス
カ

レ
ー

タ
ー

付
近

 

・ 
避

難
場

所
（避

難
口

） 

②
メ

ガ
ホ

ン
、

携
帯

用
拡

声
器

、
旗

等
を

活
用

す
る

。
 

(4
)非

常
口

の
開

放
、

避
難

路
の

確
保

 

①
開

錠
の

操
作

を
行

い
、

非
常

口
を

開
放

す
る

。
 

②
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
、

エ
ス

カ
レ

ー
タ

ー
の

使
用

禁
止

を
周

知
す

る
。

 

・ 
必

要
に

応
じ

て
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
、

エ
ス

カ
レ

ー
タ

ー
の

停
止

操
作

を
行

う
。

 

③
防

火
区

画
、

防
煙

区
画

、
排

煙
区

画
の

形
成

の
確

認
操

作
を

す

る
。

 

④
避

難
障

害
物

の
除

去
等

避
難

路
の

確
保

を
行

う
。

 

(5
)避

難
誘

導
 

①
避

難
を

誘
導

す
る

。
 

②
メ

ガ
ホ

ン
、

携
帯

用
拡

声
器

、
旗

、
懐

中
電

灯
等

を
活

用
し

、
先

導
す

る
。

 

③
介

助
を

要
す

る
者

の
搬

送
を

行
う

。
 

(6
)避

難
の

確
認

 

①
逃

げ
遅

れ
者

の
有

無
、

避
難

し
た

者
の

状
態

確
認

を
行

う
。

 

・ 
け

が
人

の
受

傷
程

度
、

人
数

の
状

況
を

調
べ

る
。

 



（
具
体
的
な
消
防
計
画
の
構
成
）
1
5
P
 

②
必

要
に

応
じ

て
救

護
所

の
設

置
、

応
急

措
置

を
行

う
。

 

③
状

況
を

自
衛

消
防

組
織

の
本

部
隊

に
連

絡
す

る
。

 

訓
練

結
果

の
検

討
 

[4
-2

-4
] 

○
訓

練
結

果
を

検
討

し
、

改
善

事
項

等
の

抽
出

・計
画

の
見

直
し

等

を
行

う
こ

と
を

記
載

す
る

（具
体

的
な

手
順

等
を

記
載

す
る

）。
 

○
訓

練
結

果
の

検
討

組
織

の
構

成
者

を
明

確
に

し
て

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

 



図
　
Ａ

エ レ ベ ー タ 内

確 認
要 救 助 者 に

エ レ ベ ー タ

要 救 助 者 に

非 常 解 錠 キ ー

て い る 付 近

か ご の 停 止 位

メ ー カ ー が 示

出
一 定 震 度 以 上

働 き エ レ ベ ー

負 傷 者 等 の 発

か
か ご が 停 止 し

床 上 ○ ○ ㎝ 、

る か （ 距 離 は

上 図 参 照 ）

閉

エ レ ベ ー タ に

設 置 さ れ て い

○
エ
レ
ベ
ー
タ
閉
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込

め
の

救
出

作
業

は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
保

守
会

社
が

実
施

す
る
実

地
訓

練
を
1
年

以
内

に
修

了
し
た
者

（
以
下
「
運
行
管
理
者
」
と
い
う
。
）
と
1
名
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上
の
補
助
者
と
で
行
う
。

○
運

行
管

理
者

は
、
以

下
の

処
理

フ
ロ
ー
に
基
づ
き
、
か

ご
の

位
置

を
移

動
す
る
こ
と
な
く
乗

場
か

ら
非

常
解

鍵
キ
ー
を
使

用

し
て
、
要

救
助

者
の

救
出

作
業

を
行

う
。

○
処

理
フ
ロ
ー
の

網
掛

け
部

分
の

判
断

は
、
運

行
管

理
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が
行

う
。

○
自

動
停

止
し
な
か
っ
た
場

合
で
も
、
保

守
会

社
に
よ
る
安

全
確

認
が

済
む
ま
で
、
エ
レ
ベ
ー
タ
の

使
用

を
禁

じ
る
。
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※
正
常
な
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止
位
置
と
の
段
差
が
下
図
で
あ
る
か
。
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0
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m
以
内

※
正
常
な
停
止
位
置
と
の
段
差
が
下
図
で
あ
る
か
。

内 に 要 救 助 者 が い な い か

に 連 絡 を 取 り 安 心 さ せ る

タ 保 守 会 社 へ 連 絡 す る

エ レ ベ ー タ 保 守 会 社 の 到 着 を 待 つ

要 救 助 者 に 連 絡 を 取 り 安 心 さ せ る

エ レ ベ ー タ 保 守 会 社 の 到 着

要 救 助 者 へ 連 絡

エ レ ベ ー タ 保 守 会 社 に よ る 救 出

に 救 出 作 業 の 概 略 を 説 明

ー を 用 い て か ご が 停 止 し

の 乗 場 戸 を 十 ㎝ 程 度 開 き 、

位 置 を 確 認 す る

示 す 手 引 書 等 に 基 づ き 救

エ
レ
ベ
ー
タ
保

守
会

社
へ

連
絡

す
る

た
だ
ち
に
乗

場
戸

を
閉

じ
る

上 で あ れ ば 、 安 全 装 置 が

ー タ は 自 動 停 止

エ レ ベ ー タ の 運 行 ス イ ッ チ を 切 り 、

エ レ ベ ー タ 保 守 会 社 へ 連 絡

発 生 に よ り 緊 急 を 要 す る

し 位 置 が 乗 場 側 床 面 よ り

床 下 ○ ○ ㎝ の 範 囲 に あ

は メ ー カ ー に よ り 異 な る 。

閉 じ 込 め 発 生

に 地 震 時 管 制 運 転 装 置 が

い る か

自 動 運 転 の ま ま

故 障 に よ り エ レ ベ ー タ が 停 止
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